
○
総
務
省
令
第

号

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
及
び
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
三
十
一
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定

時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
二
年
三
月

日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
三
十
一
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時

期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
三
十
一
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期

及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
五
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
令
和
元
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
三
十
一
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決

期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令

定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令

（
令
和
元
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
決
定
時
期
及
び
交
付
時
期
）

（
平
成
三
十
一
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
決
定
時
期
及
び
交
付
時
期
）

第
一
条

各
道
府
県
及
び
各
市
町
村
に
対
し
て
、
令
和
元
年
九
月
及
び
令
和
二
年
三
月
に
お
い
て
、
当
該
各
月
に

第
一
条

各
道
府
県
及
び
各
市
町
村
に
対
し
て
、
平
成
三
十
一
年
九
月
及
び
平
成
三
十
二
年
三
月
に
お
い
て
、
当

交
付
す
べ
き
令
和
元
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
（
地
方
交
付
税
法
（
第
七
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
「
法
」

該
各
月
に
交
付
す
べ
き
平
成
三
十
一
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
（
地
方
交
付
税
法
（
第
七
条
及
び
第
八

と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
震
災
復
興
特
別
交
付
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
額
を
決
定
し
、
交
付

条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
震
災
復
興
特
別
交
付
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の

す
る
。

額
を
決
定
し
、
交
付
す
る
。

（
令
和
元
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
算
定
方
法
）

（
平
成
三
十
一
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
条

各
道
府
県
及
び
各
市
町
村
に
対
し
て
、
令
和
元
年
九
月
に
交
付
す
べ
き
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
（
以

第
二
条

各
道
府
県
及
び
各
市
町
村
に
対
し
て
、
平
成
三
十
一
年
九
月
に
交
付
す
べ
き
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の

下
「
令
和
元
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
各
号
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
（
表
示

額
（
以
下
「
平
成
三
十
一
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
各
号
に
よ
っ
て
算
定
し

単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
以
下
同
じ
。）
の

た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
以

合
算
額
と
す
る
。

下
同
じ
。）
の
合
算
額
と
す
る
。

一

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
三
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決

一

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
三
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決

定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令

定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令

第
百
五
十
五
号
。
次
号
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
度
省
令
」
と
い
う
。）
別
表
三

第
百
五
十
五
号
。
次
号
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
度
省
令
」
と
い
う
。）
別
表
三

の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
三
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
、

の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
三
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
、

負
担
金
又
は
交
付
金
（
以
下
「
補
助
金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
補
助
金
等
の
う
ち
地

負
担
金
又
は
交
付
金
（
以
下
「
補
助
金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
補
助
金
等
の
う
ち
地

方
団
体
が
設
置
す
る
基
金
の
積
立
て
に
充
て
ら
れ
た
も
の
に
つ
き
令
和
元
年
度
に
当
該
基
金
を
取
り
崩
し
て

方
団
体
が
設
置
す
る
基
金
の
積
立
て
に
充
て
ら
れ
た
も
の
に
つ
き
平
成
三
十
一
年
度
に
当
該
基
金
を
取
り
崩

施
行
す
る
事
業
（
以
下
「
令
和
元
年
度
基
金
事
業
」
と
い
う
。）
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該

し
て
施
行
す
る
事
業
（
以
下
「
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
」
と
い
う
。）
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う

団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

二

平
成
二
十
三
年
度
省
令
別
表
五
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
三
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
又

二

平
成
二
十
三
年
度
省
令
別
表
五
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
三
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
又

は
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
３
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令

は
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
３
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
平

和
元
年
度
基
金
事
業
（
同
項
（
四
十
一
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
、
特

成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
（
同
項
（
四
十
一
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
、

定
被
災
地
方
公
共
団
体
（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律

特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
。
第
三
十
八
号
及
び
別
表
三
の
項
（
十
一
）
に
お
い
て
「
震
災
特
別
法
」

律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
。
第
三
十
八
号
及
び
別
表
三
の
項
（
十
一
）
に
お
い
て
「
震
災
特
別
法
」

と
い
う
。）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
第
二
十
号
、
第
三
十
八
号
及
び

と
い
う
。）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
第
二
十
号
、
第
三
十
八
号
及
び

第
五
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
お
け
る
事
業
及
び
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
以
外
に
お
け
る
事
業
（
直
接

第
五
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
お
け
る
事
業
及
び
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
以
外
に
お
け
る
事
業
（
直
接

特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
に
木
材
を
供
給
す
る
も
の
及
び
平
成
二
十
五
年
七
月
二
日
ま
で
の
間
に
実
施
に
つ

特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
に
木
材
を
供
給
す
る
も
の
及
び
平
成
二
十
五
年
七
月
二
日
ま
で
の
間
に
実
施
に
つ

い
て
議
会
の
議
決
を
得
た
も
の
に
限
る
。
）
）
に
限
り
、
全
国
的
に
、
か
つ
、
緊
急
に
地
方
公
共
団
体
が
実
施

い
て
議
会
の
議
決
を
得
た
も
の
に
限
る
。
）
）
に
限
り
、
全
国
的
に
、
か
つ
、
緊
急
に
地
方
公
共
団
体
が
実
施

す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
係
る
事
業
（
以
下
「
全
国
防
災
事
業
」
と
い
う
。）
を
除
く
。
）
に
要
す
る
経
費

す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
係
る
事
業
（
以
下
「
全
国
防
災
事
業
」
と
い
う
。）
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費

の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域

の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域

法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
七
十
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
（
以
下
「
効
果

法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
七
十
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
（
以
下
「
効
果

促
進
事
業
」
と
い
う
。
）
（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
三
条

促
進
事
業
」
と
い
う
。
）
（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
（
以
下
「
避
難
指

第
一
項
に
規
定
す
る
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
（
以
下
「
避
難
指

示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
」
と
い
う
。）
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
三
年
度
省
令
別
表
五
の
項

示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
」
と
い
う
。）
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
三
年
度
省
令
別
表
五
の
項



（
十
九
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て

（
十
九
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て

る
部
分
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

る
部
分
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）

に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）

三

平
成
二
十
三
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区

三

平
成
二
十
三
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区

域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
度
復
興
交
付

域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
度
復
興
交
付

金
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ

金
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
で

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
度
公
営
企
業
復
興

あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
度
公
営
企
業

事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は

復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

平
成
二
十
三
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
三
年
度
復
興
交
付

又
は
平
成
二
十
三
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
三
年
度
復
興

金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て

交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗

得
た
額
（
公
営
企
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

じ
て
得
た
額
（
公
営
企
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
で
あ
っ

平
成
二
十
三
年
度
復
興
交
付
金
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て

て
、
平
成
二
十
三
年
度
復
興
交
付
金
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て

充
て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事

係
る
平
成
二
十
三
年
度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

業
に
係
る
平
成
二
十
三
年
度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

区

分

率

区

分

率

水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
一
〇

水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
一
〇

簡
易
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
五
五

簡
易
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
五
五

合
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
六
〇

合
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
六
〇

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
二
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未

〇
・
七
〇

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
二
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未

〇
・
七
〇

満
の
事
業
に
係
る
も
の

満
の
事
業
に
係
る
も
の

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
二
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

〇
・
六
〇

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
二
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

〇
・
六
〇

分
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業

上
五
十
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

分
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業

上
五
十
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

に
係
る
も
の

に
係
る
も
の

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
五
十
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上

〇
・
五
〇

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
五
十
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上

〇
・
五
〇

七
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

七
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
七
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

〇
・
四
〇

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
七
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

〇
・
四
〇

上
百
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

上
百
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
百
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の

〇
・
三
〇

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
百
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の

〇
・
三
〇



事
業
に
係
る
も
の

事
業
に
係
る
も
の

公
共
下
水
道
事
業
以
外
の
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
七
〇

公
共
下
水
道
事
業
以
外
の
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
七
〇

市
場
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
五
〇

市
場
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
五
〇

四

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
四
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決

四

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
四
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決

定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
総
務
省
令

定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
総
務
省
令

第
三
十
六
号
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
度
省
令
」
と
い
う
。）
別
表
二
の
項
に
掲
げ

第
三
十
六
号
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
度
省
令
」
と
い
う
。）
別
表
二
の
項
に
掲
げ

る
平
成
二
十
四
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て

る
平
成
二
十
四
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て

施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
に
限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、

施
行
す
る
各
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
に
限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
の
う

当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域

ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除

市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
同
項
（
十
六
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ

区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
同
項
（
十
六
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の

い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担

に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が

す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）

負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）

五

平
成
二
十
四
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別

五

平
成
二
十
四
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別

区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
度
復
興
交

区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
度
復
興
交

付
金
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ

付
金
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
度
公
営
企
業
復
興

で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
度
公
営
企

事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は

業
復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

平
成
二
十
四
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
四
年
度
復
興
交
付

額
又
は
平
成
二
十
四
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
四
年
度
復

金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て

興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を

得
た
額
（
公
営
企
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、

乗
じ
て
得
た
額
（
公
営
企
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
で

平
成
二
十
四
年
度
復
興
交
付
金
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て

あ
っ
て
、
平
成
二
十
四
年
度
復
興
交
付
金
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て

し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に

額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当

係
る
平
成
二
十
四
年
度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
四
年
度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い

額

区

分

率

区

分

率

水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
一
〇

水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
一
〇

簡
易
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
五
五

簡
易
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
五
五

合
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
六
〇

合
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
六
〇



分
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業
の
う
ち
、
雨
水
を
排
除
す
る
た
め
の
事
業
（
東
日
本
大
震

一
・
〇
〇

分
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業
の
う
ち
、
雨
水
を
排
除
す
る
た
め
の
事
業
（
東
日
本
大
震

一
・
〇
〇

災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に

災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に

伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
る
地
盤
沈
下
に

伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
る
地
盤
沈
下
に

伴
い
必
要
と
な
っ
た
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
限
る
。
以
下
こ
の
表

伴
い
必
要
と
な
っ
た
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
限
る
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
「
雨
水
排
水
対
策
事
業
」
と
い
う
。）
に
係
る
も
の

に
お
い
て
「
雨
水
排
水
対
策
事
業
」
と
い
う
。）
に
係
る
も
の

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
二
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未

〇
・
七
〇

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
二
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未

〇
・
七
〇

満
の
事
業
に
係
る
も
の

満
の
事
業
に
係
る
も
の

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
二
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

〇
・
六
〇

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
二
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

〇
・
六
〇

上
五
十
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

上
五
十
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

分
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業

分
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業

に
係
る
も
の
（
雨
水
排
水
対

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
五
十
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上

〇
・
五
〇

に
係
る
も
の
（
雨
水
排
水
対

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
五
十
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上

〇
・
五
〇

策
事
業
を
除
く
。）

七
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

策
事
業
を
除
く
。）

七
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
七
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

〇
・
四
〇

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
七
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

〇
・
四
〇

上
百
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

上
百
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
百
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の

〇
・
三
〇

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
百
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の

〇
・
三
〇

事
業
に
係
る
も
の

事
業
に
係
る
も
の

公
共
下
水
道
事
業
以
外
の
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
七
〇

公
共
下
水
道
事
業
以
外
の
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
七
〇

市
場
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
五
〇

市
場
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
五
〇

六

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
五
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決

六

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
五
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決

定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令

定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令

第
六
十
一
号
。
次
号
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
度
省
令
」
と
い
う
。）
別
表
二
の

第
六
十
一
号
。
次
号
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
度
省
令
」
と
い
う
。）
別
表
二
の

項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等

項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等

を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
に
限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費

を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
に
限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る

の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・

経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指

解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
同
項
（
十
八
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る

示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
同
項
（
十
八
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充

も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団

て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当

体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）

該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）

七

平
成
二
十
五
年
度
省
令
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
補
正

七

平
成
二
十
五
年
度
省
令
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
補
正

予
算
（
特
第
１
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金

予
算
（
特
第
１
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度

事
業
に
限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総

基
金
事
業
に
限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
で
あ
っ



同
項
（
六
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充

て
、
同
項
（
六
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し

て
る
部
分
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

て
充
て
る
部
分
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）

し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）

八

平
成
二
十
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別

八

平
成
二
十
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別

区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
度
復
興
交

区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
度
復
興
交

付
金
」
と
い
う
。）
又
は
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ

付
金
」
と
い
う
。）
又
は
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施

の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施

設
の
復
興
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

設
の
復
興
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。

こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般

に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
平
成
二
十
五
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の

会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
平
成
二
十
五
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業

額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
五
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に

費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
五
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
公
営
企
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業

欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
公
営
企
業
に
係
る
効
果
促
進

（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
五
年
度
復
興
交
付
金
を
流
用
し

事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
五
年
度
復
興
交
付
金
を
流

て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お

同
じ
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を

い
て
同
じ
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九

乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
五
年
度
復
興
交
付
金
の
額

五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
五
年
度
復
興
交
付
金

を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得

の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ

た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

九

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
六
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決

九

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
六
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決

定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令

定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令

第
四
十
五
号
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
度
省
令
」
と
い
う
。）
別
表
二
の
項
に
掲
げ

第
四
十
五
号
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
度
省
令
」
と
い
う
。）
別
表
二
の
項
に
掲
げ

る
平
成
二
十
六
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て

る
平
成
二
十
六
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て

施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
に
限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、

施
行
す
る
各
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
に
限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
の
う

当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域

ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除

市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
同
項
（
十
八
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ

区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
同
項
（
十
八
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の

い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担

に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が

す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）

負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）

十

平
成
二
十
六
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別

十

平
成
二
十
六
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別

区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
度
復
興
交

区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
度
復
興
交

付
金
」
と
い
う
。）
又
は
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
度
復
興
交
付

付
金
」
と
い
う
。）
又
は
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
度
復
興
交
付

金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ

金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業

て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
度
公
営
企
業

で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
度
公

復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

又
は
平
成
二
十
六
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
六
年
度
復
興

し
た
額
又
は
平
成
二
十
六
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
六
年

交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る

度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に

率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
公
営
企
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）

掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
公
営
企
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業

で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
六
年
度
復
興
交
付
金
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流

を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
六
年
度
復
興
交
付
金
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業

用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負

（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計



担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら

に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費

当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
六
年
度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区

の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
六
年
度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の

少
な
い
額

い
ず
れ
か
少
な
い
額

十
一

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
七
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、

十
一

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
七
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、

決
定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省

決
定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省

令
第
四
十
五
号
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
省
令
」
と
い
う
。）
別
表
二
の
項
に
掲

令
第
四
十
五
号
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
省
令
」
と
い
う
。）
別
表
二
の
項
に
掲

げ
る
平
成
二
十
七
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け

げ
る
平
成
二
十
七
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け

て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
に
限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、

て
施
行
す
る
各
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
に
限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
の

当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域

う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解

市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
同
項
（
十
七
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ

除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
同
項
（
十
七
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も

い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担

の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体

す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）

が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）

十
二

平
成
二
十
七
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特

十
二

平
成
二
十
七
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
復
興

別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
復
興

交
付
金
」
と
い
う
。）
又
は
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
復
興
交

交
付
金
」
と
い
う
。）
又
は
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
復
興
交

付
金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
で

付
金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事

あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
公
営

業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度

企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調

た
額
又
は
平
成
二
十
七
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
七
年
度

査
し
た
額
又
は
平
成
二
十
七
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
七

復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲

年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄

げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
公
営
企
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を

に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
公
営
企
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事

除
く
。）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
七
年
度
復
興
交
付
金
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当

業
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
七
年
度
復
興
交
付
金
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事

該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ

業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会

る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額

計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業

か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
七
年
度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
七
年
度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）

れ
か
少
な
い
額

の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

十
三

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
八
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、

十
三

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
八
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、

決
定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省

決
定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省

令
第
五
十
五
号
。
次
号
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
度
省
令
」
と
い
う
。）
別
表
三

令
第
五
十
五
号
。
次
号
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
度
省
令
」
と
い
う
。）
別
表
三

の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金

の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金

等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
に
限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経

等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
に
限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。）
に
要
す

費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

十
四

平
成
二
十
八
年
度
省
令
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予

十
四

平
成
二
十
八
年
度
省
令
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予

算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
に
限
り
、
全

算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
に
限
り
、

国
防
災
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

全
国
防
災
事
業
を
除
く
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い

し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ



て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

額
）

十
五

平
成
二
十
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特

十
五

平
成
二
十
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
又
は
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お

別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
又
は
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
平
成
二
十
八
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興

い
て
「
平
成
二
十
八
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興

事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に

事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負

号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ

担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
平
成
二
十
八
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当

る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
平
成
二
十
八
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か

該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
八
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区

ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
八
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
平
成
二
十
八
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
平
成
二
十
八
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業

る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る

に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要

経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又

す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た

は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
八
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、

額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
八
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た

第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五

額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・

を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

十
六

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
九
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、

十
六

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
九
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、

決
定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
総
務
省

決
定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
総
務
省

令
第
三
十
八
号
。
次
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
度
省
令
」

令
第
三
十
八
号
。
次
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
度
省
令
」

と
い
う
。）
別
表
一
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
九
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
国
が
施

と
い
う
。）
別
表
一
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
九
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
国
が
施

行
す
る
各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
（
国
に
お
い
て
令
和
元
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
事
業
に
係
る
も

行
す
る
各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
（
国
に
お
い
て
平
成
三
十
一
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
事
業
に
係

の
に
限
る
。）
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

る
も
の
に
限
る
。）
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

十
七

平
成
二
十
九
年
度
省
令
別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
九
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予

十
七

平
成
二
十
九
年
度
省
令
別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
九
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予

算
に
よ
り
国
が
施
行
す
る
各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
（
国
に
お
い
て
令
和
元
年
度
に
繰
り
越
さ
れ

算
に
よ
り
国
が
施
行
す
る
各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
（
国
に
お
い
て
平
成
三
十
一
年
度
に
繰
り
越

た
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

さ
れ
た
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額

該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負

（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
係
る
当
該
団
体

担
金
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

の
負
担
金
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

十
八

平
成
二
十
九
年
度
省
令
別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
九
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予

十
八

平
成
二
十
九
年
度
省
令
別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
九
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予

算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お

算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
及
び
国

い
て
令
和
元
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体

に
お
い
て
平
成
三
十
一
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、

が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

十
九

平
成
二
十
九
年
度
省
令
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
九
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予

十
九

平
成
二
十
九
年
度
省
令
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
九
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予

算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お

算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
及
び
国

い
て
令
和
元
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体

に
お
い
て
平
成
三
十
一
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、

が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち

当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事

避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負

業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該

担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

二
十

平
成
二
十
九
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け

二
十

平
成
二
十
九
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け

て
施
行
す
る
公
営
企
業
等
（
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
が
加
入
す
る
一

て
施
行
す
る
公
営
企
業
等
（
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
が
加
入
す
る
一



部
事
務
組
合
の
行
う
企
業
、
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法

部
事
務
組
合
の
行
う
企
業
、
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法

人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行

人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行

う
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。）
又
は
空
港
ア
ク
セ
ス
鉄
道
事
業
を
経
営
す
る
被
災
第
三
セ
ク
タ
ー
（
特
定

う
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。）
又
は
空
港
ア
ク
セ
ス
鉄
道
事
業
を
経
営
す
る
被
災
第
三
セ
ク
タ
ー
（
特
定

被
災
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
資
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
二
分
の
一
以
上
を
出
資
す
る
法
人
を

被
災
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
資
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
二
分
の
一
以
上
を
出
資
す
る
法
人
を

い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
二
十
六
号
及
び
第
三
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
施
設
の
災
害

い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
二
十
六
号
及
び
第
三
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
施
設
の
災
害

復
旧
事
業
（
国
に
お
い
て
令
和
元
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に

復
旧
事
業
（
国
に
お
い
て
平
成
三
十
一
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。
以
下
こ
の

お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
度
公
営
企
業
等
災
害
復
旧
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に

号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
度
公
営
企
業
等
災
害
復
旧
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会

よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
う
ち
平
成
二
十
九

計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
う
ち
平
成
二

年
度
公
営
企
業
等
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

十
九
年
度
公
営
企
業
等
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

算
式

算
式

Ａ
＋
Ｂ

Ａ
＋

Ｂ

算
式
の

符
号

算
式

の
符

号

Ａ
国

の
補

助
金

等
を

受
け

て
施

行
す

る
公

営
企

業
等

に
係

る
施

設
の

災
害

復
旧

事
業

の
う

ち
次

の
表

の
Ａ

国
の

補
助

金
等

を
受

け
て

施
行

す
る

公
営

企
業

等
に

係
る

施
設

の
災

害
復

旧
事

業
の

う
ち

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

も
の

の
事

業
費

の
額

か
ら

当
該

事
業

に
係

る
国

の
補

助
金

等
の

額
を

除
い

た
額

に
次

左
欄

に
掲

げ
る

も
の

の
事

業
費

の
額

か
ら

当
該

事
業

に
係

る
国

の
補

助
金

等
の

額
を

除
い

た
額

に
次

、
、

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

そ
れ

ぞ
れ

右
欄

に
掲

げ
る

率
を

乗
じ

て
得

た
額

（以
下

こ
の

号
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
そ

れ
ぞ

れ
右

欄
に

掲
げ

る
率

を
乗

じ
て

得
た

額

（以
下

こ
の

号
、

、

に
お
い
て

「通
常
の
公
費

負
担
額

」と
い
う

。

）の
合
算
額

に
お

い
て

「通
常
の

公
費

負
担

額

」と
い
う

。

）の
合

算
額

区
分

率
区

分
率

水
道
事

業
に
係
る

も
の

〇
・

一
〇

〇
水

道
事

業
に

係
る

も
の

〇
・

一
〇

〇

簡
易

水
道
事
業

に
係
る
も

の
〇

・
五

五
〇

簡
易

水
道

事
業

に
係

る
も

の
〇

・
五

五
〇

合
流
式
の
公

共
下
水
道

事
業
に
係
る

も
の

〇
・

六
〇

〇
合

流
式

の
公

共
下

水
道

事
業
に

係
る

も
の

〇
・

六
〇

〇

処
理
区
域

内
人
口
密

度
が
二
十
五

人
／
ha

未
満

の
〇

・
七

〇
〇

処
理

区
域
内
人

口
密

度
が
二

十
五
人
／
ha

未
満
の

〇
・

七
〇
〇

事
業
に
係
る
も

の
事

業
に

係
る

も
の

分
流
式
の

公
共
下
水
道

事
処
理

区
域
内
人
口

密
度
が
二

十
五
人
／
ha

以
上

五
〇

・
六

〇
〇

分
流

式
の

公
共

下
水

道
事

処
理
区

域
内
人
口
密

度
が
二
十
五

人
／
ha

以
上
五

〇
・
六

〇
〇

業
に

係
る
も
の

十
人
／
ha

未
満

の
事
業
に

係
る
も
の

業
に

係
る

も
の

十
人
／
ha

未
満

の
事

業
に

係
る
も

の

処
理
区
域
内

人
口
密
度

が
五
十
人
／
ha

以
上

七
十

〇
・

五
〇

〇
処
理

区
域
内
人

口
密

度
が
五

十
人
／
ha

以
上
七
十

〇
・
五
〇

〇

五
人

／
ha

未
満

の
事
業
に
係

る
も
の

五
人
／
ha

未
満

の
事
業
に
係

る
も
の

処
理
区
域
内
人

口
密
度
が

七
十
五
人

／
ha

以
上

百
〇

・
四

〇
〇

処
理
区

域
内

人
口

密
度

が
七
十

五
人

／
ha

以
上
百

〇
・

四
〇
〇

人
／
ha

未
満
の

事
業
に
係

る
も
の

人
／
ha

未
満
の

事
業
に
係

る
も

の

処
理

区
域
内
人

口
密
度
が
百

人
／
ha

以
上

の
事

業
〇

・
三

〇
〇

処
理

区
域

内
人

口
密

度
が
百

人
／
ha

以
上

の
事
業

〇
・
三
〇

〇



に
係

る
も
の

に
係

る
も

の

公
共
下
水
道

事
業
以
外
の

下
水
道
事

業
に
係
る

も
の

〇
・

七
〇

〇
公

共
下

水
道

事
業

以
外

の
下

水
道
事

業
に
係
る

も
の

〇
・

七
〇

〇

病
院
事
業

に
係
る
も
の

〇
・

五
〇

〇
病

院
事

業
に

係
る

も
の

〇
・

五
〇
〇

市
場
事

業
に
係
る

も
の

〇
・

五
〇

〇
市

場
事

業
に

係
る

も
の

〇
・

五
〇

〇

空
港

ア
ク
セ
ス

鉄
道
事
業
に

係
る
も
の

〇
・

四
〇

一
空

港
ア

ク
セ

ス
鉄

道
事

業
に

係
る

も
の

〇
・

四
〇
一

Ｂ
国

の
補

助
金

等
を

受
け

て
施

行
す

る
公

営
企

業
等

に
係

る
施

設
の

災
害

復
旧

事
業

の
各

事
業

費
の

額
Ｂ

国
の

補
助

金
等

を
受

け
て

施
行

す
る

公
営

企
業

等
に

係
る

施
設

の
災

害
復

旧
事

業
の

各
事

業
費

の
額

か
ら

当
該

事
業

に
係

る
国

の
補

助
金

等
の

額
及

び
通

常
の

公
費

負
担

額
を

除
い

た
額

の
公

営
企

業
等

ご
か

ら
当

該
事

業
に

係
る

国
の

補
助

金
等

の
額

及
び

通
常

の
公

費
負

担
額

を
除

い
た

額
の

公
営

企
業

等
ご

と
の

合
算

額
に

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
そ

れ
ぞ

れ
右

欄
に

掲
げ

る
率

を
乗

じ
て

得
と

の
合

算
額

に
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

そ
れ

ぞ
れ

右
欄

に
掲

げ
る

率
を

乗
じ

て
得

、
、

、
、

た
額

の
合
算
額

た
額

の
合

算
額

区
分

率
区

分
率

公
営

企
業

等
の

事
業

の
規

模
に

相
当

す
る

額
と

し
て

総
務

大
臣

が
調

査
し

た
額

〇
・

五
〇

公
営

企
業

等
の

事
業

の
規

模
に

相
当

す
る

額
と

し
て

総
務

大
臣

が
調

査
し

た
額

〇
・

五
〇

（以
下
こ
の
表

に
お
い
て

「事
業
規
模

」と
い
う

。

）の
百
分
の
五

十
ま
で

に
相

（以
下

こ
の

表
に

お
い
て

「事
業
規

模

」と
い
う

。

）の
百
分
の

五
十
ま
で
に

相

当
す
る

部
分

当
す

る
部

分

事
業

規
模
の
百

分
の
五
十

を
超
え
百
分

の
百
ま
で

に
相
当
す
る

部
分

〇
・

七
五

事
業

規
模

の
百

分
の

五
十

を
超
え

百
分

の
百

ま
で

に
相
当

す
る
部
分

〇
・
七
五

事
業
規
模
の

百
分
の
百

を
超
え
る
部

分
に
相
当

す
る
部
分

一
・

〇
〇

事
業

規
模

の
百

分
の

百
を
超

え
る
部

分
に
相
当

す
る
部

分
一
・
〇

〇

二
十
一

平
成
二
十
九
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興

二
十
一

平
成
二
十
九
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興

特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
又
は
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に

特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
又
は
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復

お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復

興
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お
い
て
令
和
元
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業

興
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お
い
て
平
成
三
十
一
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に

で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
度
公

係
る
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十

営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

九
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大

し
た
額
又
は
平
成
二
十
九
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
九
年

臣
が
調
査
し
た
額
又
は
平
成
二
十
九
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成

度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に

二
十
九
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
平
成
二
十
九
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・

れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
平
成
二
十
九
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避

解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負

難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計

担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら

に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費

当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
九
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
九
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）



か
少
な
い
額

の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

二
十
二

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
三
十
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、

二
十
二

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
三
十
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、

決
定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令

決
定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令

第
二
十
八
号
。
次
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
及
び
次
条
第
一
項
各
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
度
省
令
」
と

第
二
十
八
号
。
次
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
及
び
次
条
第
一
項
各
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
度
省
令
」
と

い
う
。）
別
表
一
の
項
に
掲
げ
る
平
成
三
十
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
国
が
施
行
す

い
う
。）
別
表
一
の
項
に
掲
げ
る
平
成
三
十
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
国
が
施
行
す

る
各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
（
国
に
お
い
て
令
和
元
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
事
業
に
係
る
も
の
に

る
各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
（
国
に
お
い
て
平
成
三
十
一
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
事
業
に
係
る
も

限
る
。）
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

の
に
限
る
。）
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

二
十
三

平
成
三
十
年
度
省
令
別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
平
成
三
十
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算

二
十
三

平
成
三
十
年
度
省
令
別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
平
成
三
十
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算

に
よ
り
国
が
施
行
す
る
各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
（
国
に
お
い
て
令
和
元
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た

に
よ
り
国
が
施
行
す
る
各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
（
国
に
お
い
て
平
成
三
十
一
年
度
に
繰
り
越
さ

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該

れ
た
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担

該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負

金
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

担
金
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

二
十
四

平
成
三
十
年
度
省
令
別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
平
成
三
十
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算

二
十
四

平
成
三
十
年
度
省
令
別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
平
成
三
十
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算

に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お
い

に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に

て
令
和
元
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が

お
い
て
平
成
三
十
一
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当

負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

二
十
五

平
成
三
十
年
度
省
令
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
平
成
三
十
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算

二
十
五

平
成
三
十
年
度
省
令
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
平
成
三
十
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算

に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お
い

に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に

て
令
和
元
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が

お
い
て
平
成
三
十
一
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当

負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避

該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業

難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担

の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団

す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

二
十
六

平
成
三
十
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け

二
十
六

平
成
三
十
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け

て
施
行
す
る
公
営
企
業
等
に
係
る
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
（
国
に
お
い
て
令
和
元
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補

て
施
行
す
る
公
営
企
業
等
に
係
る
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
（
国
に
お
い
て
平
成
三
十
一
年
度
に
繰
り
越
さ
れ

助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
度
公
営
企
業
等
災
害
復
旧
事
業
」
と

た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
度
公
営
企
業
等
災
害
復
旧
事
業
」

い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
第
二
十
号

と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
第
二
十

の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
う
ち
平
成
三
十
年
度
公
営
企
業
等
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
額
の
い
ず
れ
か

号
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
う
ち
平
成
三
十
年
度
公
営
企
業
等
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
額
の
い
ず
れ

少
な
い
額

か
少
な
い
額

二
十
七

平
成
三
十
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特

二
十
七

平
成
三
十
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
又
は
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お

別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
又
は
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
平
成
三
十
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事

い
て
「
平
成
三
十
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事

業
（
令
和
元
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お
い
て
令
和
元
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
で
あ
っ

業
（
平
成
三
十
一
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お
い
て
平
成
三
十
一
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る

て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
度
公
営
企
業
復

事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
度

興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又

公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調

は
平
成
三
十
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
三
十
年
度
復
興
交
付
金

査
し
た
額
又
は
平
成
三
十
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
三
十
年
度

等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗

復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲

じ
て
得
た
額
（
平
成
三
十
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町

げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
平
成
三
十
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解

村
内
事
業
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総

除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担



務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係

額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当

る
平
成
二
十
九
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
九
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区

そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か

少
な
い
額

二
十
八

別
表
一
の
項
に
掲
げ
る
令
和
元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
国
が
施
行
す
る

二
十
八

別
表
一
の
項
に
掲
げ
る
平
成
三
十
一
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
国
が
施
行

各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

す
る
各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

二
十
九

別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
令
和
元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
国
が
施
行
す
る

二
十
九

別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
平
成
三
十
一
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
国
が
施
行

各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額

す
る
各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得

（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
係
る
当
該
団
体

た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
係
る
当
該

の
負
担
金
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

団
体
の
負
担
金
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

三
十

別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
令
和
元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の

三
十

別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
平
成
三
十
一
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る

補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務

国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て

大
臣
が
調
査
し
た
額

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

三
十
一

別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
令
和
元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国

三
十
一

別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
平
成
三
十
一
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ

の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総

る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域

村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大

市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総

臣
が
調
査
し
た
額
）

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

三
十
二

令
和
元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て

三
十
二

平
成
三
十
一
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受

施
行
す
る
公
営
企
業
等
に
係
る
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
元
年
度
公
営
企
業

け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
等
に
係
る
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
一
年
度

等
災
害
復
旧
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

公
営
企
業
等
災
害
復
旧
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大

し
た
額
又
は
第
二
十
号
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
う
ち
令
和
元
年
度
公
営
企
業
等
災
害
復
旧
事
業
に

臣
が
調
査
し
た
額
又
は
第
二
十
号
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
う
ち
平
成
三
十
一
年
度
公
営
企
業
等
災

係
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

害
復
旧
事
業
に
係
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

三
十
三

令
和
元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別

三
十
三

平
成
三
十
一
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
東
日
本
大
震
災
復
興

区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
又
は
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
又
は
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に

て
「
令
和
元
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
第

お
い
て
「
平
成
三
十
一
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復

五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
元
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」

興
事
業
（
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
一
年
度
公
営

と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
令
和
元

企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
元
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い

た
額
又
は
平
成
三
十
一
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
三
十
一
年
度

た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
令

復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲

和
元
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）

げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
平
成
三
十
一
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・

に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負

額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
三
十
年
度
復

担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら

興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ

当
該
事
業
に
係
る
平
成
三
十
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か

少
な
い
額

三
十
四

国
の
補
助
金
等
を
受
け
な
い
で
施
行
し
た
東
日
本
大
震
災
に
係
る
令
和
元
年
度
の
災
害
応
急
事
業
、

三
十
四

国
の
補
助
金
等
を
受
け
な
い
で
施
行
し
た
東
日
本
大
震
災
に
係
る
平
成
三
十
一
年
度
の
災
害
応
急
事

災
害
復
旧
事
業
及
び
災
害
救
助
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

業
、
災
害
復
旧
事
業
及
び
災
害
救
助
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律



九
号
）
第
五
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
地
方
債
（
同
法
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た

第
百
九
号
）
第
五
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
地
方
債
（
同
法
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受

な
ら
ば
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
及
び
同
法
第
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

け
た
な
ら
ば
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
及
び
同
法
第
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

の
申
請
を
受
け
た
な
ら
ば
許
可
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。）
を
も
っ
て
そ
の
財
源
と

許
可
の
申
請
を
受
け
た
な
ら
ば
許
可
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。）
を
も
っ
て
そ
の
財

す
る
こ
と
が
で
き
る
額
の
う
ち
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が

源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
の
う
ち
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大

調
査
し
た
額

臣
が
調
査
し
た
額

三
十
五

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

三
十
五

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

福
島
県

東
日
本
大
震
災
の
た
め
福
島
県
い
わ
き
市
、
相
馬
市
、
田
村
市
、
南
相
馬
市
、
川
俣
町
、
広

イ

福
島
県

東
日
本
大
震
災
の
た
め
福
島
県
い
わ
き
市
、
相
馬
市
、
田
村
市
、
南
相
馬
市
、
川
俣
町
、
広

野
町
、
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
、
葛
尾
村
、
新
地
町
及
び
飯
舘
村
の

野
町
、
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
、
葛
尾
村
、
新
地
町
及
び
飯
舘
村
の

区
域
内
に
お
い
て
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
（
森
林
災
害
復
旧
事
業

区
域
内
に
お
い
て
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
（
森
林
災
害
復
旧
事
業

を
除
く
。）
及
び
国
が
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
並
び
に
国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
災
害
対
策
事
業

を
除
く
。）
及
び
国
が
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
並
び
に
国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
災
害
対
策
事
業

に
要
す
る
経
費
の
う
ち
令
和
元
年
度
に
生
じ
た
金
額
の
合
算
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

に
要
す
る
経
費
の
う
ち
平
成
三
十
一
年
度
に
生
じ
た
金
額
の
合
算
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に

〇
一
五
を
乗
じ
て
得
た
額

〇
・
〇
一
五
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

福
島
県
い
わ
き
市
、
相
馬
市
、
田
村
市
、
南
相
馬
市
、
川
俣
町
、
広
野
町
、
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内

ロ

福
島
県
い
わ
き
市
、
相
馬
市
、
田
村
市
、
南
相
馬
市
、
川
俣
町
、
広
野
町
、
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内

村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
、
葛
尾
村
、
新
地
町
及
び
飯
舘
村

東
日
本
大
震
災
の
た
め
そ
の
区
域

村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
、
葛
尾
村
、
新
地
町
及
び
飯
舘
村

東
日
本
大
震
災
の
た
め
そ
の
区
域

内
に
お
い
て
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
（
森
林
災
害
復
旧
事
業
を
除

内
に
お
い
て
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
（
森
林
災
害
復
旧
事
業
を
除

く
。）
及
び
国
が
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
並
び
に
国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
災
害
対
策
事
業
に
要

く
。）
及
び
国
が
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
並
び
に
国
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
災
害
対
策
事
業
に
要

す
る
経
費
の
う
ち
令
和
元
年
度
に
生
じ
た
金
額
の
合
算
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
〇
二

す
る
経
費
の
う
ち
平
成
三
十
一
年
度
に
生
じ
た
金
額
の
合
算
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

を
乗
じ
て
得
た
額

〇
二
を
乗
じ
て
得
た
額

三
十
六

次
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

三
十
六

次
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

道
府
県

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の

イ

道
府
県

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の

数
値
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
分
の
特
別
交

数
値
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
分
の
特
別
交

付
税
及
び
震
災
復
興
特
別
交
付
税
並
び
に
平
成
二
十
四
年
度
分
、
平
成
二
十
五
年
度
分
、
平
成
二
十
六
年

付
税
及
び
震
災
復
興
特
別
交
付
税
並
び
に
平
成
二
十
四
年
度
分
、
平
成
二
十
五
年
度
分
、
平
成
二
十
六
年

度
分
、
平
成
二
十
七
年
度
分
、
平
成
二
十
八
年
度
分
、
平
成
二
十
九
年
度
分
及
び
平
成
三
十
年
度
分
の
震

度
分
、
平
成
二
十
七
年
度
分
、
平
成
二
十
八
年
度
分
、
平
成
二
十
九
年
度
分
及
び
平
成
三
十
年
度
分
の
震

災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
さ
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と

災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
さ
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と

き
は
、
零
と
す
る
。）

き
は
、
零
と
す
る
。）

項

目

額

項

目

額

り
災
世
帯
数

四
一
、
六
〇
〇
円

り
災
世
帯
数

四
一
、
六
〇
〇
円

死
者
及
び
行
方
不
明
者
の
数

八
七
五
、
〇
〇
〇
円

死
者
及
び
行
方
不
明
者
の
数

八
七
五
、
〇
〇
〇
円

障
害
者
の
数

四
三
七
、
五
○
○
円

障
害
者
の
数

四
三
七
、
五
○
○
円

ロ

市
町
村

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の

ロ

市
町
村

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の

数
値
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
分
の
特
別
交

数
値
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
分
の
特
別
交

付
税
及
び
震
災
復
興
特
別
交
付
税
並
び
に
平
成
二
十
四
年
度
分
、
平
成
二
十
五
年
度
分
、
平
成
二
十
六
年

付
税
及
び
震
災
復
興
特
別
交
付
税
並
び
に
平
成
二
十
四
年
度
分
、
平
成
二
十
五
年
度
分
、
平
成
二
十
六
年

度
分
、
平
成
二
十
七
年
度
分
、
平
成
二
十
八
年
度
分
、
平
成
二
十
九
年
度
分
及
び
平
成
三
十
年
度
分
の
震

度
分
、
平
成
二
十
七
年
度
分
、
平
成
二
十
八
年
度
分
、
平
成
二
十
九
年
度
分
及
び
平
成
三
十
年
度
分
の
震



災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
さ
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と

災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
さ
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と

き
は
、
零
と
す
る
。）

き
は
、
零
と
す
る
。）

項

目

額

項

目

額

り
災
世
帯
数

六
九
、
〇
〇
〇
円

り
災
世
帯
数

六
九
、
〇
〇
〇
円

全
壊
家
屋
の
戸
数

四
一
、
〇
〇
〇
円

全
壊
家
屋
の
戸
数

四
一
、
〇
〇
〇
円

半
壊
家
屋
の
戸
数

二
三
、
九
〇
〇
円

半
壊
家
屋
の
戸
数

二
三
、
九
〇
〇
円

全
壊
家
屋
の
戸
数
及
び
半
壊
家
屋
の
戸
数
に
つ
い
て
、
そ
の
区
分
が
明
ら

三
二
、
五
〇
〇
円

全
壊
家
屋
の
戸
数
及
び
半
壊
家
屋
の
戸
数
に
つ
い
て
、
そ
の
区
分
が
明
ら

三
二
、
五
〇
〇
円

か
で
な
い
戸
数

か
で
な
い
戸
数

死
者
及
び
行
方
不
明
者
の
数

八
七
五
、
〇
〇
〇
円

死
者
及
び
行
方
不
明
者
の
数

八
七
五
、
〇
〇
〇
円

障
害
者
の
数

四
三
七
、
五
○
○
円

障
害
者
の
数

四
三
七
、
五
○
○
円

三
十
七

市
町
村
に
つ
い
て
、
第
三
十
五
号
ロ
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と

三
十
七

市
町
村
に
つ
い
て
、
第
三
十
五
号
ロ
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と

前
号
ロ
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
に
〇
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額

前
号
ロ
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
に
〇
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額

三
十
八

東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
復
旧
等
に
従
事
さ
せ
る
た
め
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

三
十
八

東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
復
旧
等
に
従
事
さ
せ
る
た
め
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
派
遣
を
受
け
た
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
で
あ

十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
派
遣
を
受
け
た
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
で
あ

る
県
（
以
下
「
特
定
県
」
と
い
う
。）
並
び
に
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
及
び
そ
の
区
域
が
特

る
県
（
以
下
「
特
定
県
」
と
い
う
。）
並
び
に
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
及
び
そ
の
区
域
が
特

定
被
災
区
域
（
震
災
特
別
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
区
域
を
い
う
。
第
五
十
三
号
に
お
い
て

定
被
災
区
域
（
震
災
特
別
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
区
域
を
い
う
。
第
五
十
三
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
内
に
あ
る
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
以
外
の
市
町
村
（
以
下
「
特
定
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

同
じ
。
）
内
に
あ
る
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
以
外
の
市
町
村
（
以
下
「
特
定
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
、
当
該
受
入
れ
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

て
、
当
該
受
入
れ
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

三
十
九

東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
復
旧
等
に
従
事
さ
せ
る
た
め
職
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
及
び

三
十
九

東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
復
旧
等
に
従
事
さ
せ
る
た
め
職
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
及
び

非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規

非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。）
又
は
同
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定

定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
又
は
同
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定

す
る
職
を
占
め
る
特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
法
人
に
現
に
雇
用
さ
れ

す
る
職
を
占
め
る
特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
法
人
に
現
に
雇
用
さ
れ

て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
法
人
に
雇
用
さ
れ
た
ま
ま
採
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
を
採
用
し
た
特
定
県
及

て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
法
人
に
雇
用
さ
れ
た
ま
ま
採
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
を
採
用
し
た
特
定
県
及

び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
当
該
職
員
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
当
該
職
員
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

四
十

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
附
則
第
二
十
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
福
島
県

四
十

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
附
則
第
二
十
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
福
島
県

の
県
警
察
の
地
方
警
察
職
員
た
る
警
察
官
の
増
員
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

の
県
警
察
の
地
方
警
察
職
員
た
る
警
察
官
の
増
員
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

四
十
一

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
が
決
定
又
は
支
給
し
た
東
日
本
大
震
災
に
係
る
消
防
賞
じ
ゅ
つ
金
及
び
報

四
十
一

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
が
決
定
又
は
支
給
し
た
東
日
本
大
震
災
に
係
る
消
防
賞
じ
ゅ
つ
金
及
び
報

償
金
の
額
又
は
消
防
表
彰
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
に
基
づ
き
消
防
庁
長
官
が
決
定
又

償
金
の
額
又
は
消
防
表
彰
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
に
基
づ
き
消
防
庁
長
官
が
決
定
又

は
支
給
し
た
東
日
本
大
震
災
に
係
る
消
防
賞
じ
ゅ
つ
金
及
び
報
償
金
の
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
し

は
支
給
し
た
東
日
本
大
震
災
に
係
る
消
防
賞
じ
ゅ
つ
金
及
び
報
償
金
の
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
し

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額



四
十
二

特
定
県
が
決
定
又
は
支
給
し
た
東
日
本
大
震
災
に
係
る
警
察
職
員
に
対
す
る
賞
じ
ゅ
つ
金
の
額
又
は

四
十
二

特
定
県
が
決
定
又
は
支
給
し
た
東
日
本
大
震
災
に
係
る
警
察
職
員
に
対
す
る
賞
じ
ゅ
つ
金
の
額
又
は

警
察
表
彰
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
に
基
づ
き
警
察
庁
長
官
が
決
定
又
は

警
察
表
彰
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
に
基
づ
き
警
察
庁
長
官
が
決
定
又
は

支
給
し
た
東
日
本
大
震
災
に
係
る
賞
じ
ゅ
つ
金
の
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と

支
給
し
た
東
日
本
大
震
災
に
係
る
賞
じ
ゅ
つ
金
の
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

四
十
三

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十

四
十
三

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十

一
号
）
第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
東
日
本
大
震
災
に
係
る
公
務
災
害
補
償
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務

一
号
）
第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
東
日
本
大
震
災
に
係
る
公
務
災
害
補
償
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務

大
臣
が
調
査
し
た
額

大
臣
が
調
査
し
た
額

四
十
四

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
運
行
さ
れ
る
小
学
校
、
中
学

四
十
四

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
運
行
さ
れ
る
小
学
校
、
中
学

校
又
は
高
等
学
校
等
の
児
童
又
は
生
徒
等
の
通
学
の
用
に
供
す
る
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
に
要
す
る
経
費
と
し
て

校
又
は
高
等
学
校
等
の
児
童
又
は
生
徒
等
の
通
学
の
用
に
供
す
る
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
に
要
す
る
経
費
と
し
て

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

四
十
五

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
長
又
は
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
東
日
本

四
十
五

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
長
又
は
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
東
日
本

大
震
災
の
影
響
に
よ
り
生
ず
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

大
震
災
の
影
響
に
よ
り
生
ず
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

四
十
六

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発

四
十
六

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発

生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
当
該
原
子

生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
当
該
原
子

力
発
電
所
か
ら
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
除
染
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務

力
発
電
所
か
ら
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
除
染
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務

大
臣
が
調
査
し
た
額

大
臣
が
調
査
し
た
額

四
十
七

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
い
実
施
す
る
風
評
被
害
対
策
等

四
十
七

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
い
実
施
す
る
風
評
被
害
対
策
等

に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

四
十
八

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
い
実
施
す
る
子
ど
も
の
教
育
環

四
十
八

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
い
実
施
す
る
子
ど
も
の
教
育
環

境
の
整
備
又
は
安
全
・
安
心
な
環
境
の
確
保
の
た
め
の
施
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

境
の
整
備
又
は
安
全
・
安
心
な
環
境
の
確
保
の
た
め
の
施
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

額

額

四
十
九

指
定
市
町
村
（
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の

四
十
九

指
定
市
町
村
（
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の

避
難
住
民
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
及
び
住
所
移
転
者
に
係
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律

避
難
住
民
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
及
び
住
所
移
転
者
に
係
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律

第
九
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
指
定
市
町
村
を
い
う
。）
及
び
指
定
都
道
府
県
（
同
条
第
二
項
の
指
定
都
道

第
九
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
指
定
市
町
村
を
い
う
。）
及
び
指
定
都
道
府
県
（
同
条
第
二
項
の
指
定
都
道

府
県
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
避
難
住
民
（
同
条
第
三
項
の
避
難
住
民
を
い
う
。
）
及
び
特
定
住
所
移
転
者
（
同

府
県
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
避
難
住
民
（
同
条
第
三
項
の
避
難
住
民
を
い
う
。
）
及
び
特
定
住
所
移
転
者
（
同

条
第
五
項
の
特
定
住
所
移
転
者
を
い
う
。）
と
の
関
係
の
維
持
に
資
す
る
た
め
の
施
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て

条
第
五
項
の
特
定
住
所
移
転
者
を
い
う
。）
と
の
関
係
の
維
持
に
資
す
る
た
め
の
施
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

五
十

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
東
日
本
大
震
災
に
係
る
復
興
支
援
員
の
設
置
及
び
復
興
支
援
員

五
十

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
東
日
本
大
震
災
に
係
る
復
興
支
援
員
の
設
置
及
び
復
興
支
援
員

が
行
う
復
興
に
伴
う
地
域
協
力
活
動
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

が
行
う
復
興
に
伴
う
地
域
協
力
活
動
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

五
十
一

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関

五
十
一

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
市
町
村
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
七
号
）

す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
市
町
村
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
七
号
）

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
市
町
村
に
限
る
。）
に
つ
い
て
、
当
該
職
員
（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
災

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
市
町
村
に
限
る
。）
に
つ
い
て
、
当
該
職
員
（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
災

害
復
旧
等
に
従
事
さ
せ
る
た
め
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
派
遣
を
受
け
て
い
る

害
復
旧
等
に
従
事
さ
せ
る
た
め
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
派
遣
を
受
け
て
い
る

職
員
を
含
む
。）
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

職
員
を
含
む
。）
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

五
十
二

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
料
金
収
入
の
減
少
又
は
事
業
休
止
等
に
よ
り
資
金
不
足
額
が
発
生
又
は
拡
大

五
十
二

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
料
金
収
入
の
減
少
又
は
事
業
休
止
等
に
よ
り
資
金
不
足
額
が
発
生
又
は
拡
大

す
る
と
見
込
ま
れ
る
公
営
企
業
（
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
又
は
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
が
加
入
す
る
一

す
る
と
見
込
ま
れ
る
公
営
企
業
（
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
又
は
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
が
加
入
す
る
一

部
事
務
組
合
の
行
う
企
業
に
限
る
。）
が
経
営
の
安
定
化
を
図
る
た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
利
子
支
払
額

部
事
務
組
合
の
行
う
企
業
に
限
る
。）
が
経
営
の
安
定
化
を
図
る
た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
利
子
支
払
額

の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
当
該
利
子
支
払
額
に
〇
・
五
を
乗

の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
当
該
利
子
支
払
額
に
〇
・
五
を
乗



じ
て
得
た
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

じ
て
得
た
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

五
十
三

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
地
方
団
体
で
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
特
定
被
災
区
域

五
十
三

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
地
方
団
体
で
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
特
定
被
災
区
域

内
に
あ
る
も
の
が
行
う
次
に
掲
げ
る
徴
収
金
の
東
日
本
大
震
災
の
た
め
の
減
免
で
、
そ
の
程
度
及
び
範
囲
が

内
に
あ
る
も
の
が
行
う
次
に
掲
げ
る
徴
収
金
の
東
日
本
大
震
災
の
た
め
の
減
免
で
、
そ
の
程
度
及
び
範
囲
が

被
害
の
状
況
に
照
ら
し
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
生
ず
る
財
政
収
入
の
不
足
額
と
し
て
総
務
大
臣

被
害
の
状
況
に
照
ら
し
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
生
ず
る
財
政
収
入
の
不
足
額
と
し
て
総
務
大
臣

が
調
査
し
た
額

が
調
査
し
た
額

イ

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
又
は
第
五
条
第
二

イ

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
又
は
第
五
条
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
県
又
は
市
町
村
が
課
す
る
普
通
税
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都

項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
県
又
は
市
町
村
が
課
す
る
普
通
税
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都

市
等
（
同
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一
第
一
項
第
一
号
の
指
定
都
市
等
を
い
う
。）
が
課
す
る
事
業
所
税
並
び

市
等
（
同
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一
第
一
項
第
一
号
の
指
定
都
市
等
を
い
う
。）
が
課
す
る
事
業
所
税
並
び

に
同
法
第
五
条
第
六
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
課
す
る
都
市
計
画
税

に
同
法
第
五
条
第
六
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
課
す
る
都
市
計
画
税

ロ

使
用
料
（
地
方
財
政
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
公
営
企
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
及
び
手
数
料

ロ

使
用
料
（
地
方
財
政
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
公
営
企
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
及
び
手
数
料

ハ

分
担
金
及
び
負
担
金

ハ

分
担
金
及
び
負
担
金

五
十
四

次
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
減
収
見
込
額
の
う
ち
東
日
本
大
震

五
十
四

次
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
減
収
見
込
額
の
う
ち
東
日
本
大
震

災
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

災
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

イ

道
府
県

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お

イ

道
府
県

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
号
」
と
い
う
。
）
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故

い
て
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
号
」
と
い
う
。
）
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故

に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
地
方
税
法
及
び
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助

に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
地
方
税
法
及
び
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助

及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
六
号
。
以
下
こ
の
号

及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
六
号
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
六
号
」
と
い
う
。
）、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
六
号
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
」
と
い
う
。
）
、

成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
」
と
い
う
。
）
、

地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

十
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
の
一

十
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）、
地
方
税
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
地
方
税

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
地
方
税

法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
号
。
以
下

法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
号
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」

と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
。
以
下
こ
の

と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税

号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年

地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
号
。

地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
号
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。）
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。）
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
一
年
地
方
税
法
等
改

正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
一
年
地
方
税
法
等
改

正
法
」
と
い
う
。）
並
び
に
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

正
法
」
と
い
う
。）
並
び
に
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
、
東
日
本

律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
、
東
日
本

大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
租
税
特

成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
租
税
特

別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平

別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平

成
二
十
四
年
租
税
特
別
措
置
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

成
二
十
四
年
租
税
特
別
措
置
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
五
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、

二
十
五
年
法
律
第
五
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、



所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成

二
十
六
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年

二
十
六
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年

法
律
第
九
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）、
所
得
税
法

法
律
第
九
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）、
所
得
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八

年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法

年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法

律
第
四
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等

律
第
四
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
所
得
税

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
所
得
税

法
等
改
正
法
」
と
い
う
。）
及
び
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
六
号
。

法
等
改
正
法
」
と
い
う
。）
及
び
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
六
号
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
一
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
よ
る
次
に
定
め
る

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
一
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
よ
る
次
に
定
め
る

収
入
の
項
目
に
係
る
減
収
見
込
額

収
入
の
項
目
に
係
る
減
収
見
込
額

個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
減
収
見
込
額

個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
減
収
見
込
額

(1)

(1)

法
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
減
収
見
込
額

法
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
減
収
見
込
額

(2)

(2)

個
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
係
る
減
収
見
込
額

個
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
係
る
減
収
見
込
額

(3)

(3)

法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
係
る
減
収
見
込
額

法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
係
る
減
収
見
込
額

(4)

(4)

不
動
産
取
得
税
に
係
る
減
収
見
込
額

不
動
産
取
得
税
に
係
る
減
収
見
込
額

(5)

(5)

自
動
車
取
得
税
に
係
る
減
収
見
込
額
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
号
、
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九

自
動
車
取
得
税
に
係
る
減
収
見
込
額
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
号
、
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九

(6)

(6)

十
六
号
、
平
成
二
十
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
及
び
平
成
二
十
六
年
地
方
税
法
等
改
正
法
の
施
行
に
よ

十
六
号
、
平
成
二
十
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
及
び
平
成
二
十
六
年
地
方
税
法
等
改
正
法
の
施
行
に
よ

る
自
動
車
取
得
税
交
付
金
（
地
方
税
法
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
交
付
す
る
も
の
と
さ

る
自
動
車
取
得
税
交
付
金
（
地
方
税
法
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
交
付
す
る
も
の
と
さ

れ
る
自
動
車
取
得
税
に
係
る
交
付
金
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）
の
減
収
見
込
額
を
除
く
。）

れ
る
自
動
車
取
得
税
に
係
る
交
付
金
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）
の
減
収
見
込
額
を
除
く
。）

自
動
車
税
に
係
る
減
収
見
込
額

自
動
車
税
に
係
る
減
収
見
込
額

(7)

(7)

固
定
資
産
税
に
係
る
減
収
見
込
額

固
定
資
産
税
に
係
る
減
収
見
込
額

(8)

(8)

地
方
法
人
特
別
譲
与
税
に
係
る
減
収
見
込
額

地
方
法
人
特
別
譲
与
税
に
係
る
減
収
見
込
額

(9)

(9)

ロ

市
町
村

平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
号
、
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
六
号
、
平
成
二
十
三
年
法
律

ロ

市
町
村

平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
号
、
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
六
号
、
平
成
二
十
三
年
法
律

第
百
二
十
号
、
平
成
二
十
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
五
年
地
方
税
法
改
正
法
、
平
成
二
十
六

第
百
二
十
号
、
平
成
二
十
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
五
年
地
方
税
法
改
正
法
、
平
成
二
十
六

年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
七
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、

年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
七
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、

平
成
二
十
九
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
及
び
平
成
三
十
一
年
地
方
税
法

平
成
二
十
九
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
及
び
平
成
三
十
一
年
地
方
税
法

等
改
正
法
並
び
に
震
災
特
例
法
、
震
災
特
例
法
改
正
法
、
平
成
二
十
四
年
租
税
特
別
措
置
法
等
改
正
法
、

等
改
正
法
並
び
に
震
災
特
例
法
、
震
災
特
例
法
改
正
法
、
平
成
二
十
四
年
租
税
特
別
措
置
法
等
改
正
法
、

平
成
二
十
五
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
六
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
七
年
所
得
税
法

平
成
二
十
五
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
六
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
七
年
所
得
税
法

等
改
正
法
、
平
成
二
十
八
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
九
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
三
十
年

等
改
正
法
、
平
成
二
十
八
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
九
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
三
十
年

所
得
税
法
等
改
正
法
及
び
平
成
三
十
一
年
所
得
税
法
等
改
正
法
の
施
行
に
よ
る
次
に
定
め
る
収
入
の
項
目

所
得
税
法
等
改
正
法
及
び
平
成
三
十
一
年
所
得
税
法
等
改
正
法
の
施
行
に
よ
る
次
に
定
め
る
収
入
の
項
目

に
係
る
減
収
見
込
額

に
係
る
減
収
見
込
額

個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
減
収
見
込
額

個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
減
収
見
込
額

(1)

(1)

法
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
減
収
見
込
額

法
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
減
収
見
込
額

(2)

(2)

固
定
資
産
税
に
係
る
減
収
見
込
額

固
定
資
産
税
に
係
る
減
収
見
込
額

(3)

(3)

軽
自
動
車
税
に
係
る
減
収
見
込
額

軽
自
動
車
税
に
係
る
減
収
見
込
額

(4)

(4)

都
市
計
画
税
に
係
る
減
収
見
込
額

都
市
計
画
税
に
係
る
減
収
見
込
額

(5)

(5)

自
動
車
取
得
税
交
付
金
に
係
る
減
収
見
込
額

自
動
車
取
得
税
交
付
金
に
係
る
減
収
見
込
額

(6)

(6)

五
十
五

次
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
東
日
本

五
十
五

次
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
東
日
本



大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
規
定
（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
四
条
又
は
第
七
十
五

大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
規
定
（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
四
条
又
は
第
七
十
五

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
又
は
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
若

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
又
は
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
若

し
く
は
第
三
十
八
条
の
規
定
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
復
興
特
別
区
域
法
等
の
規
定
」
と
い
う
。）
に
よ
る

し
く
は
第
三
十
八
条
の
規
定
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
復
興
特
別
区
域
法
等
の
規
定
」
と
い
う
。）
に
よ
る

減
収
見
込
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

減
収
見
込
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

イ

道
県

か
ら

ま
で
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

イ

道
県

か
ら

ま
で
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

(1)

(4)

(1)

(4)

個
人
事
業
税

次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額

個
人
事
業
税

次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額

(1)

(1)

算
式

算
式

Ａ

×0.05
＋Ｂ

×
（0.05

－
Ｃ

）
＋Ｄ

×0.04

＋Ｅ
×

(0.04
－
Ｆ

)

＋Ｇ

×0.03

＋Ｈ

×
（0.03

Ａ

×0.05

＋Ｂ

×
（0.05

－
Ｃ

）
＋Ｄ

×0.04

＋Ｅ
×

(0.04
－
Ｆ

)

＋Ｇ

×0.03

＋Ｈ

×
（0.03

－
Ｉ

）
＋Ｊ
×0.0375

＋Ｋ

×
（0.05

－
Ｌ

）
＋Ｍ

×0.03

＋Ｎ
×

(0.04
－

Ｏ
)

＋Ｐ

×0.0225
－

Ｉ

）
＋Ｊ

×0.0375

＋Ｋ

×
（0.05

－
Ｌ

）
＋Ｍ

×0.03

＋Ｎ
×

(0.04
－
Ｏ
)

＋Ｐ

×0.0225

＋Ｑ

×
（0.03

－
Ｒ

）

＋Ｑ

×
（0.03

－
Ｒ

）

算
式
の
符
号

算
式

の
符

号

Ａ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
課

税
免

除
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

個
人

の
Ａ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

課
税

免
除

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
個

人
の

行
う
地
方

税
法
第
72

条
の
２
第

８
項
に
規
定

す
る
第
一

種
事
業
及

び
同

条
第
10

項
に

規
定

す
る

行
う

地
方

税
法

第
72

条
の
２
第

８
項
に
規
定

す
る
第
一

種
事

業
及

び
同
条

第
10

項
に
規

定
す
る

第
三

種
事
業

（同
項

第
５
号
及

び
第
７
号

に
規
定
す
る

事
業
を
除

く

。

）に
係

る
も

の

（平
成
31

第
三

種
事

業

（同
項

第
５

号
及

び
第
７
号

に
規

定
す
る

事
業

を
除

く

。

）に
係

る
も

の

（平
成
31

年
４

月
１

日
以

降
に

福
島

県
及

び
東

日
本

大
震

災
復

興
特

別
区

域
法

第
２

条
第

３
項

第
２

号
イ

に
年

４
月

１
日

以
降

に
福

島
県

及
び

東
日

本
大

震
災

復
興

特
別

区
域

法
第

２
条

第
３

項
第

２
号

イ
に

規
定

す
る

地
域

を
含

む
市

町
村

の
区

域
（以

下

「福
島

県
等

の
区

域

」と
い

う

。

）以
外

の
区

域
規

定
す

る
地

域
を

含
む

市
町

村
の

区
域

（以
下

「福
島

県
等

の
区

域

」と
い

う

。

）以
外

の
区

域

内
に

お
い
て
施
設

又
は
設
備

を
新
設
し
､
又
は

増
設
し
た
事

業
者
に
係

る
も

の
を

除
く

。

）

内
に

お
い

て
施

設
又
は

設
備

を
新

設
し
､
又
は

増
設
し

た
事

業
者
に

係
る
も
の

を
除
く

。

）

Ｂ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
不

均
一

課
税

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
個

人
Ｂ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

不
均

一
課

税
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

個
人

の
行
う
地
方

税
法
第
72

条
の
２
第
８

項
に
規
定
す

る
第
一
種

事
業
及

び
同

条
第
10

項
に

規
定

す
の

行
う

地
方

税
法
第
72

条
の

２
第
８

項
に
規
定

す
る

第
一
種

事
業

及
び
同

条
第
10

項
に
規

定
す

る
第
三

種
事
業

（同
項
第

５
号
及
び

第
７
号
に

規
定
す
る
事

業
を
除
く

。

）に
係

る
も

の

（平
成
31

る
第

三
種

事
業

（同
項

第
５

号
及
び

第
７
号

に
規

定
す
る

事
業

を
除
く

。

）に
係
る

も
の

（平
成
31

年
４
月
１

日
以
降
に
福

島
県
等
の

区
域
以
外
の

区
域
内
に

お
い
て
施

設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
年

４
月

１
日
以

降
に
福

島
県

等
の

区
域
以

外
の
区

域
内

に
お
い

て
施

設
又
は

設
備
を

新
設

し
､
又
は

増
設

し
た
事
業

者
に
係
る

も
の
を
除
く

。

）

増
設

し
た

事
業

者
に
係

る
も
の

を
除
く

。

）

Ｃ
当

該
道
県
が
Ｂ

に
係
る
不

均
一
課
税

に
際
し
て
適

用
す
る
税

率
｡
た

だ
し

､
当

該
率

が
0.05

を
超

Ｃ
当

該
道

県
が

Ｂ
に

係
る

不
均
一
課
税

に
際
し
て

適
用
す
る
税

率
｡
た
だ
し

､
当
該

率
が
0.05

を
超

え
る
と
き
は
､
0.05

と
す
る
｡

え
る

と
き

は
､
0.05

と
す
る
｡

Ｄ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
課

税
免

除
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

個
人

の
Ｄ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

課
税

免
除

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
個

人
の

行
う
地
方

税
法
第
72

条
の
２
第

９
項
に
規

定
す
る
第
二

種
事
業
に

係
る

も
の

（平
成
31

年
４

月
行

う
地

方
税

法
第
72

条
の
２
第

９
項
に
規

定
す

る
第
二

種
事

業
に

係
る
も

の

（平
成
31

年
４

月

１
日
以
降
に
福

島
県
等
の

区
域
以
外

の
区
域
内
に

お
い
て
施

設
又
は

設
備

を
新

設
し
､
又

は
増

設
し

１
日

以
降

に
福
島
県

等
の
区

域
以
外

の
区
域

内
に

お
い
て

施
設

又
は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
し

た
事
業

者
に
係
る

も
の
を
除
く

。

）

た
事

業
者

に
係

る
も
の

を
除
く

。

）

Ｅ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
不

均
一

課
税

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
個

人
Ｅ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

不
均

一
課

税
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

個
人

の
行

う
地
方
税

法
第
72

条
の

２
第
９
項

に
規
定
す
る

第
二
種
事

業
に

係
る

も
の

（平
成
31

年
４

の
行

う
地

方
税

法
第
72

条
の

２
第
９
項

に
規
定

す
る

第
二
種

事
業

に
係
る

も
の

（平
成
31

年
４

月
１
日

以
降
に
福
島

県
等
の
区

域
以
外
の
区

域
内
に
お

い
て
施
設

又
は

設
備

を
新

設
し
､
又

は
増

設
月

１
日

以
降

に
福

島
県
等

の
区
域

以
外
の

区
域

内
に
お

い
て

施
設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又
は

増
設

し
た
事
業
者

に
係
る
も

の
を
除
く

。

）

し
た

事
業

者
に

係
る
も

の
を
除

く

。

）

Ｆ
当
該
道
県
が

Ｅ
に
係
る

不
均
一
課

税
に
際
し
て

適
用
す
る

税
率
｡
た

だ
し
､
当

該
率

が
0.04

を
超

Ｆ
当

該
道

県
が

Ｅ
に
係

る
不
均

一
課

税
に

際
し

て
適
用

す
る

税
率
｡
た
だ

し
､
当
該

率
が
0.04

を
超

え
る
と
き

は
､
0.04

と
す
る
｡

え
る

と
き

は
､
0.04

と
す
る
｡

Ｇ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
課

税
免

除
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

個
人

の
Ｇ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

課
税

免
除

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
個

人
の

行
う
地

方
税
法
第
72

条
の
２

第
10

項
に
規

定
す
る
第

三
種
事
業

（同
項

第
５

号
及

び
第

７
号

に
行

う
地

方
税

法
第
72

条
の
２

第
10

項
に

規
定
す
る
第

三
種
事
業

（同
項
第

５
号
及
び

第
７
号
に

規
定
す
る
事

業
に
限
る

。

）に
係
る
も
の

（平
成
31

年
４
月
１
日

以
降

に
福

島
県

等
の

区
域

以
外

規
定

す
る

事
業

に
限

る

。

）に
係

る
も
の

（平
成
31

年
４

月
１
日

以
降

に
福

島
県

等
の

区
域

以
外

の
区

域
内
に
お

い
て
施
設
又

は
設
備
を

新
設
し
､
又
は

増
設
し
た

事
業

者
に

係
る

も
の

を
除

く

。

）

の
区

域
内

に
お

い
て
施

設
又

は
設

備
を

新
設
し
､
又
は

増
設
し
た

事
業
者
に
係

る
も
の
を

除
く

。

）



Ｈ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
不

均
一

課
税

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
個

人
Ｈ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

不
均

一
課

税
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

個
人

の
行
う
地

方
税
法
第
72

条
の
２
第
10

項
に
規
定

す
る
第
三

種
事
業

（同
項

第
５

号
及

び
第

７
号

の
行

う
地

方
税

法
第
72

条
の
２

第
10

項
に
規

定
す

る
第
三

種
事

業

（同
項

第
５

号
及

び
第

７
号

に
規
定
す
る

事
業
に
限
る

。

）に
係
る
も
の

（平
成
31

年
４
月
１
日

以
降

に
福

島
県

等
の

区
域

以
に

規
定

す
る

事
業
に
限

る

。

）に
係
る
も
の

（平
成
31

年
４
月

１
日

以
降
に

福
島

県
等
の
区

域
以

外
の

区
域

内
に

お
い

て
施

設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
を

除
外

の
区

域
内

に
お

い
て

施
設

又
は

設
備

を
新

設
し

､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
を

除

く

。

）

く

。
）

Ｉ
当
該
道
県

が
Ｈ
に
係

る
不
均
一
課

税
に
際
し

て
適
用
す

る
税
率

。た
だ

し
､
当

該
率

が
0.03

を
Ｉ

当
該

道
県

が
Ｈ
に
係

る
不
均

一
課

税
に

際
し

て
適
用

す
る
税
率

。た
だ
し
､
当

該
率
が
0.03

を

超
え
る

と
き
は
､
0.03

と
す
る

｡
超

え
る

と
き

は
､
0.03

と
す
る

｡

Ｊ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
課

税
免

除
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

個
人

の
Ｊ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

課
税

免
除

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
個

人
の

行
う

地
方
税
法

第
72

条
の

２
第
８
項

に
規
定
す
る

第
一
種
事

業
及
び

同
条

第
10

項
に

規
定

す
る

行
う

地
方

税
法
第
72

条
の

２
第
８
項

に
規

定
す
る

第
一

種
事

業
及
び

同
条

第
10

項
に

規
定
す
る

第
三
種
事

業
（同

項
第
５

号
及
び
第

７
号
に
規

定
す
る
事
業

を
除
く

。

）に
係

る
も

の

（平
成
31

第
三

種
事

業

（同
項

第
５

号
及
び
第

７
号
に
規

定
す

る
事
業

を
除

く

。

）に
係

る
も

の

（平
成
31

年
４
月
１
日

以
降
に
福
島

県
等
の
区

域
以
外
の

区
域
内
に
お

い
て
施

設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
年

４
月

１
日

以
降
に

福
島
県

等
の
区
域

以
外

の
区
域

内
に
お
い
て

施
設
又
は
設

備
を
新

設
し
､
又

は

増
設
し

た
事
業
者

に
係
る
も

の
に
限
る

。

）

増
設

し
た

事
業

者
に
係

る
も

の
に

限
る

。

）

Ｋ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
不

均
一

課
税

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
個

人
Ｋ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

不
均

一
課

税
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

個
人

の
行

う
地
方
税

法
第
72

条
の

２
第
８
項

に
規
定
す

る
第
一
種
事

業
及

び
同

条
第
10

項
に

規
定

す
の

行
う

地
方

税
法
第
72

条
の

２
第
８
項

に
規
定

す
る

第
一
種

事
業

及
び
同

条
第
10

項
に

規
定
す

る
第
三

種
事
業

（同
項
第

５
号
及
び
第

７
号
に
規

定
す
る
事

業
を
除
く

。

）に
係

る
も

の

（平
成
31

る
第

三
種

事
業

（同
項

第
５

号
及
び
第

７
号

に
規

定
す
る

事
業

を
除
く

。

）に
係
る

も
の

（平
成
31

年
４
月
１
日

以
降
に
福

島
県
等
の
区

域
以
外
の

区
域
内
に

お
い
て
施

設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
年

４
月

１
日
以

降
に
福

島
県
等

の
区
域
以

外
の
区

域
内

に
お
い

て
施

設
又
は

設
備
を

新
設

し
､
又
は

増
設

し
た
事
業
者

に
係
る
も

の
に
限
る

。

）
増

設
し

た
事
業

者
に
係

る
も

の
に

限
る

。

）

Ｌ
当
該

道
県
が
Ｋ

に
係
る
不
均

一
課
税
に

際
し
て
適

用
す
る
税
率

｡
た

だ
し

､
当

該
率

が
0.05

を
超

Ｌ
当

該
道

県
が

Ｋ
に

係
る
不

均
一
課
税

に
際
し
て

適
用
す
る
税

率
｡
た
だ
し

､
当

該
率

が
0.05

を
超

え
る
と
き
は
､
0.05

と
し
､
当

該
率
が
0.0125

に
満
た
な
い

と
き
は
､
0.0125

と
す

る
｡

え
る

と
き

は
､
0.05

と
し
､
当

該
率
が
0.0125

に
満
た
な

い
と
き
は
､
0.0125

と
す
る
｡

Ｍ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
課

税
免

除
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

個
人

の
Ｍ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

課
税

免
除

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
個

人
の

行
う
地
方

税
法
第
72

条
の
２
第

９
項
に
規
定

す
る
第
二

種
事
業
に
係

る
も

の

（平
成
31

年
４

月
行

う
地

方
税

法
第
72

条
の
２
第

９
項
に
規
定

す
る
第
二

種
事

業
に
係

る
も

の

（平
成
31

年
４

月

１
日

以
降
に
福

島
県
等
の

区
域
以
外
の

区
域
内
に

お
い
て
施
設

又
は

設
備

を
新

設
し
､
又

は
増

設
し

１
日

以
降

に
福
島
県

等
の

区
域

以
外

の
区
域

内
に

お
い
て

施
設

又
は
設

備
を

新
設

し
､
又
は

増
設
し

た
事
業

者
に
係
る
も

の
に
限
る

。

）

た
事

業
者

に
係

る
も

の
に

限
る

。

）

Ｎ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
不

均
一

課
税

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
個

人
Ｎ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

不
均

一
課

税
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

個
人

の
行

う
地
方
税
法

第
72

条
の

２
第
９
項
に

規
定
す
る

第
二
種
事

業
に

係
る

も
の

（平
成
31

年
４

の
行

う
地

方
税

法
第
72

条
の

２
第
９
項
に

規
定

す
る

第
二
種

事
業

に
係
る

も
の

（平
成
31

年
４

月
１
日
以

降
に
福
島

県
等
の
区
域

以
外
の
区

域
内
に
お

い
て
施
設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
月

１
日

以
降

に
福
島

県
等
の

区
域

以
外

の
区

域
内
に

お
い

て
施
設

又
は
設
備
を

新
設
し

､
又
は
増

設

し
た
事
業
者
に

係
る
も
の

に
限
る

。

）

し
た

事
業

者
に

係
る
も

の
に
限

る

。

）

Ｏ
当

該
道
県
が

Ｎ
に
係
る
不

均
一
課
税

に
際
し
て

適
用
す
る
税

率
｡
た

だ
し

､
当

該
率

が
0.04

を
超

Ｏ
当

該
道

県
が

Ｎ
に
係

る
不
均

一
課

税
に

際
し

て
適
用

す
る

税
率
｡
た
だ
し

､
当

該
率

が
0.04

を
超

え
る
と
き

は
､
0.04

と
し
､
当
該
率
が
0.01

に
満
た
な

い
と
き
は

､
0.01

と
す

る
｡

え
る

と
き

は
､
0.04

と
し
､
当
該

率
が
0.01

に
満
た
な

い
と

き
は

､
0.01

と
す
る

｡

Ｐ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
課

税
免

除
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

個
人

の
Ｐ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

課
税

免
除

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
個

人
の

行
う
地

方
税
法
第
72

条
の
２

第
10

項
に
規

定
す
る
第
三

種
事
業

（同
項

第
５

号
及

び
第

７
号

に
行

う
地

方
税
法

第
72

条
の
２

第
10

項
に

規
定
す
る
第

三
種
事
業

（同
項
第

５
号
及
び

第
７
号
に

規
定
す
る
事

業
に
限
る

。

）に
係
る
も
の

（平
成
31

年
４
月
１
日

以
降

に
福

島
県

等
の

区
域

以
外

規
定

す
る

事
業

に
限

る

。

）に
係
る
も
の

（平
成
31

年
４
月
１

日
以
降
に
福

島
県
等

の
区

域
以

外

の
区

域
内
に
お
い

て
施
設
又

は
設
備
を

新
設
し
､
又
は

増
設
し
た
事

業
者

に
係

る
も

の
に

限
る

。

）

の
区

域
内

に
お

い
て
施

設
又

は
設

備
を

新
設
し
､
又
は

増
設
し
た
事

業
者
に
係

る
も
の
に

限
る

。

）

Ｑ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
不

均
一

課
税

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
個

人
Ｑ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

不
均

一
課

税
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

個
人

の
行
う
地
方
税

法
第
72

条
の
２
第
10

項
に
規
定
す
る

第
三
種
事

業

（同
項

第
５

号
及

び
第

７
号

の
行

う
地

方
税

法
第
72

条
の

２
第
10

項
に
規
定
す
る

第
三
種
事

業

（同
項

第
５
号

及
び
第
７

号

に
規
定

す
る
事
業

に
限
る

。

）に
係
る

も
の

（平
成
31

年
４
月

１
日

以
降

に
福

島
県

等
の

区
域

以
に

規
定

す
る
事

業
に
限

る

。

）に
係
る

も
の

（平
成
31

年
４

月
１

日
以
降

に
福
島

県
等

の
区

域
以

外
の

区
域

内
に

お
い

て
施

設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
に

限
外

の
区

域
内

に
お

い
て

施
設

又
は

設
備

を
新

設
し

､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
に

限

る

。

）

る

。

）



Ｒ
当

該
道

県
が

Ｑ
に

係
る

不
均

一
課

税
に

際
し

て
適

用
す

る
税

率

。た
だ

し
､
当

該
率

が
0.03

を
Ｒ

当
該

道
県

が
Ｑ

に
係

る
不

均
一

課
税

に
際

し
て

適
用

す
る

税
率

。た
だ

し
､
当

該
率

が
0.03

を

超
え
る
と

き
は
､
0.03

と
し
､
当
該
率
が
0.0075

に
満
た
な

い
と
き
は

､
0.0075

と
す

る
｡

超
え

る
と

き
は
､
0.03

と
し
､
当

該
率
が
0.0075

に
満
た
な

い
と
き
は

､
0.0075

と
す
る

｡

法
人
事
業
税

次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額

法
人
事
業
税

次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額

(2)

(2)

算
式

算
式

Σ

（Ａ
×

Ｂ

）＋
Σ

｛Ｃ
×

（Ｄ
－

Ｅ

）
｝＋

Σ

（Ｆ
×

Ｇ

）＋
Σ

｛Ｈ
×

（Ｉ
－

Ｊ

）
｝
＋Σ

（Ｋ
Σ

（Ａ
×

Ｂ

）＋
Σ

｛Ｃ
×

（Ｄ
－

Ｅ

）
｝＋

Σ

（Ｆ
×

Ｇ

）＋
Σ

｛Ｈ
×

（Ｉ
－

Ｊ

）
｝
＋Σ

（Ｋ

×
Ｌ
×
0.75

）＋
Σ

｛Ｍ
×

（Ｎ
－
Ｏ

）｝＋
Σ

（Ｐ
×
Ｑ
×
0.75

）＋
Σ

｛Ｒ
×

（Ｓ
－

Ｔ

）｝

×
Ｌ

×
0.75

）＋
Σ

｛Ｍ
×

（Ｎ
－
Ｏ

）｝＋
Σ

（Ｐ
×
Ｑ

×
0.75

）＋
Σ

｛Ｒ
×

（Ｓ
－
Ｔ

）｝

算
式
の

符
号

算
式

の
符

号

Ａ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
課

税
免

除
に

係
る

所
得

金
額

を
課

税
標

準
と

す
Ａ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

課
税

免
除

に
係

る
所

得
金

額
を

課
税

標
準

と
す

る
法

人
の
税
率

区
分
ご
と
の

課
税
標
準

額

（平
成
31

年
４

月
１
日
以

降
に

福
島

県
等

の
区

域
以

外
る

法
人

の
税

率
区

分
ご

と
の

課
税
標

準
額

（平
成
31

年
４

月
１

日
以

降
に
福

島
県

等
の
区
域

以
外

の
区
域
内

に
お
い
て

施
設
又
は

設
備
を
新
設

し
､
又
は
増
設

し
た
事
業

者
に

係
る

も
の

を
除

く

。
）

の
区

域
内

に
お

い
て

施
設

又
は

設
備
を
新
設

し
､
又
は

増
設

し
た
事

業
者
に
係

る
も
の
を

除
く

。

）

Ｂ
Ａ
に
係

る
標
準
税
率

Ｂ
Ａ

に
係

る
標

準
税
率

Ｃ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
不

均
一

課
税

に
係

る
所

得
金

額
を

課
税

標
準

と
Ｃ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

不
均

一
課

税
に

係
る

所
得

金
額

を
課

税
標

準
と

す
る
法
人

の
税
率
区
分

ご
と
の
課

税
標
準
額

（平
成
31

年
４
月
１

日
以

降
に

福
島

県
等

の
区

域
以

す
る

法
人

の
税
率

区
分
ご

と
の
課

税
標
準

額

（平
成
31

年
４

月
１

日
以
降

に
福

島
県

等
の

区
域

以

外
の

区
域

内
に

お
い

て
施

設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
を

除
外

の
区

域
内

に
お

い
て

施
設

又
は

設
備

を
新

設
し

､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
を

除

く

。

）

く

。

）

Ｄ
Ｃ
に
係

る
標
準
税

率
Ｄ

Ｃ
に

係
る

標
準
税

率

Ｅ
当

該
道

県
が

Ｃ
に

係
る

不
均

一
課

税
に

際
し

て
適

用
す

る
税

率
区

分
ご

と
の

税
率

｡
た

だ
し
､
当

Ｅ
当

該
道

県
が

Ｃ
に

係
る

不
均

一
課

税
に

際
し

て
適

用
す

る
税

率
区

分
ご

と
の

税
率
｡
た

だ
し
､
当

該
率
が
そ

れ
ぞ
れ

の
税
率
区
分
に

係
る
標
準

税
率
を
超

え
る
と
き
は

､
当

該
標

準
税

率
と

す
る
｡

該
率

が
そ

れ
ぞ
れ

の
税
率

区
分
に

係
る
標

準
税

率
を
超

え
る

と
き
は

､
当
該
標

準
税
率
と

す
る
｡

Ｆ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
課

税
免

除
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

収
入

金
Ｆ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

課
税

免
除

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
収

入
金

額
を
課

税
標
準
と

す
る
法
人

の
課
税
標
準

額

（平
成
31

年
４
月

１
日

以
降

に
福

島
県

等
の

区
域

以
額

を
課

税
標
準

と
す
る

法
人

の
課

税
標

準
額

（平
成
31

年
４

月
１

日
以
降

に
福
島

県
等

の
区

域
以

外
の

区
域

内
に

お
い

て
施

設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
を

除
外

の
区

域
内

に
お

い
て

施
設

又
は

設
備

を
新

設
し

､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
を

除

く

。

）

く

。

）

Ｇ
Ｆ

に
係
る
標
準

税
率

Ｇ
Ｆ

に
係

る
標

準
税

率

Ｈ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
不

均
一

課
税

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
収

入
Ｈ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

不
均

一
課

税
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

収
入

金
額

を
課
税
標
準

と
す

る
法

人
の
課
税

標
準
額

（平
成
31

年
４

月
１

日
以

降
に

福
島

県
等

の
区

域
金

額
を

課
税
標

準
と
す

る
法
人

の
課
税
標

準
額

（平
成
31

年
４

月
１
日

以
降

に
福

島
県

等
の

区
域

以
外

の
区

域
内

に
お

い
て

施
設

又
は

設
備

を
新

設
し

､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
を

除
以

外
の

区
域

内
に

お
い

て
施

設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
を

除

く

。

）

く

。

）

Ｉ
Ｈ

に
係
る
標

準
税
率

Ｉ
Ｈ

に
係

る
標

準
税

率

Ｊ
当

該
道

県
が

Ｈ
に

係
る

不
均

一
課

税
に

際
し

て
適

用
す

る
税

率
｡
た

だ
し

､
当

該
率

が
標

準
税

率
Ｊ

当
該

道
県

が
Ｈ

に
係

る
不

均
一

課
税

に
際

し
て

適
用

す
る

税
率

｡
た

だ
し

､
当

該
率

が
標

準
税

率

を
超

え
る
と
き

は
､
当
該

標
準
税
率

と
す
る
｡

を
超

え
る

と
き

は
､
当
該

標
準
税
率

と
す
る
｡

Ｋ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
課

税
免

除
に

係
る

所
得

金
額

を
課

税
標

準
と

す
Ｋ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

課
税

免
除

に
係

る
所

得
金

額
を

課
税

標
準

と
す

る
法
人
の
税

率
区
分
ご

と
の
課
税
標

準
額

（平
成
31

年
４
月
１
日

以
降

に
福

島
県

等
の

区
域

以
外

る
法

人
の

税
率

区
分

ご
と
の
課

税
標
準
額

（平
成
31

年
４
月
１

日
以
降
に
福

島
県
等

の
区

域
以

外

の
区

域
内
に
お
い

て
施
設
又

は
設
備
を

新
設
し
､
又
は

増
設
し
た
事

業
者

に
係

る
も

の
に

限
る

。

）

の
区

域
内

に
お

い
て
施

設
又

は
設

備
を

新
設
し
､
又
は

増
設
し
た
事

業
者
に
係

る
も
の
に

限
る

。

）

Ｌ
Ｋ
に

係
る
標
準

税
率

Ｌ
Ｋ

に
係

る
標

準
税

率

Ｍ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
不

均
一

課
税

に
係

る
所

得
金

額
を

課
税

標
準

と
Ｍ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

不
均

一
課

税
に

係
る

所
得

金
額

を
課

税
標

準
と

す
る
法

人
の
税
率

区
分

ご
と
の

課
税
標
準

額

（平
成
31

年
４
月

１
日

以
降

に
福

島
県

等
の

区
域

以
す

る
法

人
の
税

率
区
分

ご
と

の
課

税
標
準

額

（平
成
31

年
４

月
１

日
以
降

に
福
島

県
等

の
区

域
以

外
の

区
域

内
に

お
い

て
施

設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
に

限
外

の
区

域
内

に
お

い
て

施
設

又
は

設
備

を
新

設
し

､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
に

限

る

。

）

る

。

）



Ｎ
Ｍ
に
係
る

標
準
税
率

Ｎ
Ｍ

に
係

る
標

準
税
率

Ｏ
当

該
道

県
が

Ｍ
に

係
る

不
均

一
課

税
に

際
し

て
適

用
す

る
税

率
区

分
ご

と
の

税
率

｡
た

だ
し

､
当

Ｏ
当

該
道

県
が

Ｍ
に

係
る

不
均

一
課

税
に

際
し

て
適

用
す

る
税

率
区

分
ご

と
の

税
率

｡
た

だ
し

､
当

該
率

が
そ

れ
ぞ

れ
の

税
率

区
分

に
係

る
標

準
税

率
を

超
え

る
と

き
は

､
当

該
標

準
税

率
と

し
､
当

該
該

率
が

そ
れ

ぞ
れ

の
税

率
区

分
に

係
る

標
準

税
率

を
超

え
る

と
き

は
､
当

該
標

準
税

率
と

し
､
当

該

率
が

そ
れ

ぞ
れ

の
税

率
区

分
に

係
る

標
準

税
率

に
0.25

を
乗

じ
て

得
た

率
に

満
た

な
い

と
き

は
､

率
が

そ
れ

ぞ
れ

の
税

率
区

分
に

係
る

標
準

税
率

に
0.25

を
乗

じ
て

得
た

率
に

満
た

な
い

と
き

は
､

当
該
標
準

税
率
に
0.25

を
乗
じ
て

得
た
率
と
す

る
｡

当
該

標
準

税
率
に
0.25

を
乗

じ
て

得
た

率
と
す

る
｡

Ｐ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
課

税
免

除
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

収
入

金
Ｐ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

課
税

免
除

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
収

入
金

額
を
課

税
標
準
と

す
る
法
人
の

課
税
標
準

額

（平
成
31

年
４
月

１
日

以
降

に
福

島
県

等
の

区
域

以
額

を
課

税
標
準

と
す
る

法
人

の
課

税
標
準

額

（平
成
31

年
４

月
１

日
以
降

に
福
島

県
等

の
区

域
以

外
の

区
域

内
に

お
い

て
施

設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
に

限
外

の
区

域
内

に
お

い
て

施
設

又
は

設
備

を
新

設
し

､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
に

限

る

。

）

る

。

）

Ｑ
Ｐ
に

係
る
標
準

税
率

Ｑ
Ｐ

に
係

る
標

準
税

率

Ｒ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
不

均
一

課
税

に
係

る
課

税
標

準
額

の
う

ち
収

入
Ｒ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

不
均

一
課

税
に

係
る

課
税

標
準

額
の

う
ち

収
入

金
額
を

課
税
標
準

と
す

る
法

人
の
課
税
標

準
額

（平
成
31

年
４
月

１
日

以
降

に
福

島
県

等
の

区
域

金
額

を
課

税
標
準

と
す
る

法
人

の
課
税
標

準
額

（平
成
31

年
４
月

１
日

以
降

に
福

島
県

等
の

区
域

以
外

の
区

域
内

に
お

い
て

施
設

又
は

設
備

を
新

設
し

､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
に

限
以

外
の

区
域

内
に

お
い

て
施

設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
に

限

る

。

）

る

。

）

Ｓ
Ｒ

に
係
る
標
準

税
率

Ｓ
Ｒ

に
係

る
標

準
税

率

Ｔ
当

該
道

県
が

Ｒ
に

係
る

不
均

一
課

税
に

際
し

て
適

用
す

る
税

率
｡
た

だ
し

､
当

該
率

が
標

準
税

率
Ｔ

当
該

道
県

が
Ｒ

に
係

る
不

均
一

課
税

に
際

し
て

適
用

す
る

税
率

｡
た

だ
し

､
当

該
率

が
標

準
税

率

を
超

え
る
と
き
は

､
当
該

標
準
税
率
と

し
､
当
該

率
が
標
準
税

率
に
0.25

を
乗

じ
て

得
た

率
に

満
た

を
超

え
る

と
き

は
､
当
該

標
準
税
率
と

し
､
当
該

率
が
標

準
税

率
に
0.25

を
乗

じ
て
得

た
率

に
満

た

な
い
と
き

は
､
当
該
標
準

税
率
に
0.25

を
乗
じ
て

得
た
率
と

す
る

｡
な

い
と

き
は
､
当

該
標

準
税
率

に
0.25

を
乗
じ
て

得
た

率
と

す
る

｡

不
動
産
取
得
税

次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額

不
動
産
取
得
税

次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額

(3)

(3)

算
式

算
式

Ａ
×
0.04

＋
Ｂ
×

（0.04
－
Ｃ

）
＋Ｄ

×
0.03

＋
Ｅ
×

（0.04
－
Ｆ

）

Ａ
×
0.04

＋
Ｂ

×

（0.04
－
Ｃ

）
＋Ｄ

×
0.03

＋
Ｅ
×

（0.04
－
Ｆ

）

算
式

の
符
号

算
式

の
符

号

Ａ
復

興
特
別
区
域

法
等
の
規

定
の
適
用

を
受
け
る
課

税
免
除
に

係
る

課
税

標
準

額

（平
成
31

年
４

Ａ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定

の
適
用
を
受

け
る

課
税

免
除
に

係
る

課
税
標

準
額

（平
成
31

年
４

月
１
日
以
降

に
福
島
県

等
の
区
域
以

外
の
区
域

内
に
お
い

て
施
設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
月

１
日

以
降

に
福
島

県
等

の
区

域
以

外
の
区

域
内

に
お
い

て
施

設
又
は

設
備

を
新

設
し
､
又

は
増

設

し
た

事
業
者
に
係

る
も
の
を

除
く

。

）

し
た

事
業

者
に

係
る
も

の
を

除
く

。

）

Ｂ
復
興

特
別
区
域

法
等
の
規
定

の
適
用
を

受
け
る
不

均
一
課
税
に

係
る

課
税

標
準

額
（平

成
31

年
Ｂ

復
興

特
別

区
域

法
等
の

規
定
の

適
用
を
受
け

る
不
均
一
課

税
に
係
る

課
税
標
準

額

（平
成
31

年

４
月
１
日
以
降

に
福
島
県

等
の
区
域

以
外
の
区
域

内
に
お
い

て
施
設

又
は

設
備

を
新

設
し
､
又

は
増

４
月

１
日

以
降
に

福
島
県

等
の
区

域
以
外

の
区

域
内

に
お
い

て
施

設
又
は

設
備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
し
た

事
業
者
に

係
る
も
の
を

除
く

。

）

設
し

た
事

業
者

に
係
る

も
の
を

除
く

。

）

Ｃ
当

該
道

県
が

Ｂ
に

係
る

不
均

一
課

税
に

際
し

て
適

用
す

る
税

率

。た
だ

し
､
当

該
率

が
0.04

を
Ｃ

当
該

道
県

が
Ｂ

に
係

る
不

均
一

課
税

に
際

し
て

適
用

す
る

税
率

。た
だ

し
､
当

該
率

が
0.04

を

超
え

る
と
き
は
､
0.04

と
す

る

。

超
え

る
と

き
は
､
0.04

と
す

る

。

Ｄ
復

興
特
別
区
域

法
等
の
規

定
の
適
用
を

受
け
る
課

税
免
除
に

係
る

課
税

標
準

額

（平
成
31

年
４

Ｄ
復

興
特

別
区

域
法

等
の

規
定
の

適
用
を
受

け
る

課
税

免
除
に

係
る

課
税
標

準
額

（平
成
31

年
４

月
１
日
以
降

に
福
島
県

等
の
区
域
以

外
の
区
域

内
に
お
い
て

施
設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
月

１
日

以
降

に
福
島

県
等

の
区

域
以

外
の
区

域
内

に
お
い

て
施

設
又
は

設
備

を
新

設
し
､
又

は
増

設

し
た

事
業
者
に
係

る
も
の
に

限
る

。

）

し
た

事
業

者
に

係
る
も

の
に

限
る

。

）

Ｅ
復
興

特
別
区
域

法
等
の
規
定

の
適
用
を

受
け
る
不
均

一
課
税
に

係
る

課
税

標
準

額

（平
成
31

年
Ｅ

復
興

特
別

区
域

法
等
の

規
定
の

適
用
を
受
け

る
不
均
一
課

税
に
係
る

課
税
標
準

額

（平
成
31

年

４
月
１
日
以
降

に
福
島
県

等
の
区
域

以
外
の
区
域

内
に
お
い

て
施
設

又
は

設
備

を
新

設
し
､
又

は
増

４
月

１
日

以
降
に

福
島
県

等
の
区

域
以
外

の
区

域
内

に
お
い

て
施

設
又
は

設
備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
し
た

事
業
者
に

係
る
も
の
に

限
る

。

）

設
し

た
事

業
者

に
係
る

も
の
に

限
る

。

）

Ｆ
当

該
道

県
が

Ｅ
に

係
る

不
均

一
課

税
に

際
し

て
適

用
す

る
税

率

。た
だ

し
､
当

該
率

が
0.04

を
Ｆ

当
該

道
県

が
Ｅ

に
係

る
不

均
一

課
税

に
際

し
て

適
用

す
る

税
率

。た
だ

し
､
当

該
率

が
0.04

を

超
え

る
と
き
は
､
0.04

と
し
､
当
該

率
が
0.01

に
満

た
な
い
と

き
は
､
0.01

と
す

る

。

超
え

る
と

き
は
､
0.04

と
し
､
当
該

率
が
0.01

に
満

た
な

い
と

き
は
､
0.01

と
す

る

。



固
定
資
産
税

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
七
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
第
二
十
七
条

固
定
資
産
税

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
七
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
第
二
十
七
条

(4)

(4)

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
区
分
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
区
分
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

算
式

算
式

Ａ
×
0.014

＋
Ｂ
×

(0.014
－
Ｃ
)

＋Ｄ
×
0.0105

＋
Ｅ
×
(0.014

－
Ｆ
)

Ａ
×
0.014

＋
Ｂ

×
(0.014

－
Ｃ
)

＋Ｄ
×
0.0105

＋
Ｅ
×

(0.014
－
Ｆ
)

算
式
の
符

号
算

式
の

符
号

Ａ
復
興
特
別

区
域
法
等

の
規
定
の
適

用
を
受
け

る
課
税
免

除
に
係
る

課
税

標
準

額

（平
成
31

年
４

Ａ
復

興
特

別
区

域
法
等
の

規
定
の

適
用

を
受
け

る
課
税
免
除

に
係
る
課
税

標
準
額

（平
成
31

年
４

月
１
日

以
降
に
福

島
県
等
の
区

域
以
外
の

区
域
内
に
お

い
て
施
設

又
は

設
備

を
新

設
し
､
又

は
増

設
月

１
日

以
降

に
福

島
県
等

の
区

域
以
外
の

区
域

内
に
お

い
て

施
設

又
は
設

備
を

新
設

し
､
又
は

増
設

し
た
事
業
者

に
係
る
も

の
を
除
く

。

）

し
た

事
業

者
に

係
る
も

の
を
除
く

。

）

Ｂ
復
興
特
別

区
域
法
等
の

規
定
の
適

用
を
受
け
る

不
均
一
課

税
に
係

る
課

税
標

準
額

（平
成
31

年
Ｂ

復
興

特
別
区

域
法

等
の

規
定

の
適
用
を
受

け
る

不
均

一
課
税

に
係

る
課
税

標
準

額

（平
成
31

年

４
月
１
日

以
降
に
福

島
県
等
の

区
域
以
外
の

区
域
内
に

お
い
て
施
設

又
は

設
備

を
新

設
し

､
又

は
増

４
月

１
日

以
降
に
福

島
県

等
の

区
域

以
外
の

区
域

内
に
お

い
て

施
設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又
は

増

設
し
た
事
業

者
に
係
る
も

の
を
除
く

。

）

設
し

た
事

業
者

に
係
る

も
の
を

除
く

。

）

Ｃ
当

該
道
県
が

Ｂ
に
係
る

不
均
一
課
税

に
際
し
て

適
用
す
る
税

率

。た
だ

し
､
当

該
率

が
0.014

を
Ｃ

当
該

道
県
が

Ｂ
に
係

る
不
均

一
課
税

に
際
し
て

適
用

す
る
税

率

。た
だ
し

､
当
該

率
が
0.014

を

超
え
る
と

き
は
､
0.014

と
す
る

。

超
え

る
と

き
は
､
0.014

と
す
る

。

Ｄ
復
興
特
別

区
域
法
等

の
規
定
の
適

用
を
受
け

る
課
税
免

除
に
係
る

課
税

標
準

額

（平
成
31

年
４

Ｄ
復

興
特

別
区

域
法
等

の
規

定
の

適
用

を
受
け
る

課
税

免
除
に

係
る

課
税

標
準

額

（平
成
31

年
４

月
１
日

以
降
に
福
島

県
等
の
区

域
以
外
の

区
域
内
に
お

い
て
施
設

又
は

設
備

を
新

設
し
､
又

は
増

設
月

１
日

以
降

に
福

島
県
等

の
区

域
以
外
の

区
域

内
に
お

い
て

施
設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又
は

増
設

し
た
事
業
者

に
係
る
も

の
に
限
る

。

）

し
た

事
業

者
に

係
る
も

の
に
限
る

。

）

Ｅ
復
興
特
別
区

域
法
等
の

規
定
の
適

用
を
受
け
る

不
均
一
課

税
に
係

る
課

税
標

準
額

（平
成
31

年
Ｅ

復
興

特
別
区

域
法

等
の

規
定

の
適
用
を
受

け
る

不
均

一
課
税

に
係

る
課
税

標
準

額

（平
成
31

年

４
月
１
日

以
降
に
福

島
県
等
の
区

域
以
外
の

区
域
内
に

お
い
て
施
設

又
は

設
備

を
新

設
し

､
又

は
増

４
月

１
日

以
降
に
福

島
県

等
の

区
域

以
外
の

区
域

内
に
お

い
て

施
設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又
は

増

設
し
た
事
業

者
に
係
る
も

の
に
限
る

。

）

設
し

た
事

業
者

に
係
る

も
の
に

限
る

。

）

Ｆ
当

該
道
県
が

Ｅ
に
係
る

不
均
一
課
税

に
際
し
て

適
用
す
る
税

率
。た

だ
し

､
当

該
率

が
0.014

を
Ｆ

当
該

道
県
が

Ｅ
に
係

る
不

均
一

課
税

に
際
し
て

適
用

す
る
税

率
。た

だ
し

､
当
該

率
が
0.014

を

超
え
る
と

き
は
､
0.014

と
し
､
当
該
率
が
0.0035

に
満
た
な

い
と
き

は
､
0.0035

と
す

る

。

超
え

る
と

き
は
､
0.014

と
し
､
当

該
率
が
0.0035

に
満
た

な
い

と
き
は

､
0.0035

と
す

る

。

ロ

市
町
村

復
興
特
別
区
域
法
等
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
を
、
土
地
に
係

ロ

市
町
村

復
興
特
別
区
域
法
等
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
を
、
土
地
に
係

る
も
の
、
家
屋
に
係
る
も
の
及
び
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
三
十
二
条
第
四
項
各
号
に
定
め
る
区
分

る
も
の
、
家
屋
に
係
る
も
の
及
び
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
三
十
二
条
第
四
項
各
号
に
定
め
る
区
分

ご
と
の
償
却
資
産
に
係
る
も
の
に
区
分
し
、
当
該
区
分
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
合
算

ご
と
の
償
却
資
産
に
係
る
も
の
に
区
分
し
、
当
該
区
分
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
合
算

額

額

算
式

算
式

Ａ
×
0.014

＋
Ｂ
×

（0.014
－

Ｃ

）
＋Ｄ

×
0.0105

＋
Ｅ
×

（0.014
－

Ｆ

）

Ａ
×
0.014

＋
Ｂ

×

（0.014
－

Ｃ

）
＋Ｄ

×
0.0105

＋
Ｅ

×

（0.014
－

Ｆ

）

算
式
の

符
号

算
式

の
符

号

Ａ
復
興

特
別
区
域
法

等
の
規
定

の
適
用
を
受

け
る
課
税

免
除
に
係

る
課

税
標

準
額

（平
成
31

年
４

Ａ
復

興
特

別
区

域
法
等

の
規
定
の

適
用
を
受
け

る
課
税
免

除
に
係
る
課

税
標
準
額

（平
成
31

年
４

月
１

日
以
降
に

福
島
県
等
の

区
域
以
外

の
区
域
内

に
お
い
て
施

設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
月

１
日

以
降

に
福

島
県

等
の

区
域
以
外

の
区

域
内
に

お
い

て
施

設
又
は

設
備

を
新

設
し

､
又

は
増

設

し
た
事

業
者
に
係
る

も
の
を
除

く

。

）

し
た

事
業

者
に

係
る

も
の

を
除

く

。

）

Ｂ
復
興
特

別
区
域
法

等
の
規
定
の

適
用
を
受

け
る
不
均
一

課
税
に
係

る
課

税
標

準
額

（平
成
31

年
Ｂ

復
興

特
別

区
域

法
等
の

規
定
の

適
用

を
受
け

る
不

均
一
課

税
に
係
る
課

税
標
準

額

（平
成
31

年

４
月

１
日
以
降
に

福
島
県
等

の
区
域
以

外
の
区
域
内

に
お
い
て

施
設

又
は

設
備

を
新

設
し
､
又

は
増

４
月

１
日

以
降
に

福
島
県

等
の
区

域
以
外

の
区

域
内
に

お
い

て
施
設

又
は

設
備

を
新

設
し

､
又

は
増

設
し
た
事

業
者
に
係

る
も
の
を
除

く

。

）

設
し

た
事

業
者

に
係

る
も

の
を
除

く

。

）

Ｃ
当

該
市

町
村

が
Ｂ

に
係

る
不

均
一

課
税

に
際

し
て

適
用

す
る

税
率

。た
だ

し
､
当

該
率

が
0.014

Ｃ
当

該
市

町
村

が
Ｂ

に
係

る
不

均
一

課
税

に
際

し
て

適
用

す
る

税
率

。た
だ

し
､
当

該
率
が
0.014

を
超
え

る
と
き
は

､
0.014

と
す
る

。

を
超

え
る

と
き

は
､
0.014

と
す
る

。

Ｄ
復
興
特

別
区
域
法

等
の
規
定

の
適
用
を
受

け
る
課
税

免
除
に
係

る
課

税
標

準
額

（平
成
31

年
４

Ｄ
復

興
特

別
区

域
法
等

の
規
定
の

適
用
を
受
け

る
課
税
免

除
に
係
る
課

税
標
準
額

（平
成
31

年
４

月
１

日
以
降
に

福
島
県
等
の

区
域
以
外

の
区
域
内

に
お
い
て
施

設
又

は
設

備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
月

１
日

以
降

に
福

島
県
等

の
区
域

以
外

の
区
域

内
に

お
い
て

施
設
又
は
設

備
を
新

設
し

､
又

は
増
設



し
た

事
業
者
に

係
る
も
の
に

限
る

。

）

し
た

事
業

者
に

係
る
も

の
に

限
る

。

）

Ｅ
復
興

特
別
区
域

法
等
の
規

定
の
適
用
を

受
け
る
不

均
一
課
税

に
係

る
課

税
標

準
額

（平
成
31

年
Ｅ

復
興

特
別

区
域

法
等

の
規
定
の

適
用
を
受
け

る
不
均
一

課
税
に
係
る

課
税
標
準

額

（平
成
31

年

４
月
１
日
以

降
に
福
島
県

等
の
区
域

以
外
の
区

域
内
に
お
い

て
施
設

又
は

設
備

を
新

設
し
､
又

は
増

４
月

１
日

以
降
に

福
島
県

等
の
区

域
以

外
の
区

域
内

に
お
い

て
施
設
又
は

設
備
を

新
設

し
､
又

は
増

設
し
た

事
業
者
に

係
る
も
の

に
限
る

。

）

設
し

た
事

業
者

に
係
る

も
の

に
限

る

。

）

Ｆ
当

該
市

町
村

が
Ｅ

に
係

る
不

均
一

課
税

に
際

し
て

適
用

す
る

税
率

。た
だ

し
､
当

該
率

が
0.014

Ｆ
当

該
市

町
村

が
Ｅ

に
係

る
不

均
一

課
税

に
際

し
て

適
用

す
る

税
率

。た
だ

し
､
当
該

率
が
0.014

を
超
え
る
と
き

は
､
0.014

と
し
､
当

該
率
が
0.0035

に
満
た
な
い
と

き
は
､
0.0035

と
す

る

。

を
超

え
る

と
き

は
､
0.014

と
し
､
当

該
率
が
0.0035

に
満

た
な
い
と

き
は
､
0.0035

と
す

る

。

（
令
和
元
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
加
算
、
減
額
及
び
返
還
）

（
平
成
三
十
一
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
加
算
、
減
額
及
び
返
還
）

第
三
条

令
和
元
年
九
月
に
お
い
て
、
令
和
元
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
は
、
前
条
各
号
に
よ
っ
て
算

第
三
条

平
成
三
十
一
年
九
月
に
お
い
て
、
平
成
三
十
一
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
は
、
前
条
各
号
に

定
し
た
額
の
合
算
額
か
ら
第
一
号
の
額
を
減
額
し
た
後
の
額
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
令
和
元
年
度
九

よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
か
ら
第
一
号
の
額
を
減
額
し
た
後
の
額
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
平
成

月
調
整
基
準
額
」
と
い
う
。）
に
第
二
号
の
額
を
加
算
し
た
額
（
同
号
の
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
当
該
負
数

三
十
一
年
度
九
月
調
整
基
準
額
」
と
い
う
。）
に
第
二
号
の
額
を
加
算
し
た
額
（
同
号
の
額
が
負
数
と
な
る
と
き

と
な
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
た
額
）
と
す
る
。

は
、
当
該
負
数
と
な
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
た
額
）
と
す
る
。

一

平
成
三
十
年
度
省
令
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
度
三
月
分
の
額
か
ら
減
額
す
る
こ
と
が
で

一

平
成
三
十
年
度
省
令
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
度
三
月
分
の
額
か
ら
減
額
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
額

き
な
い
額

二

平
成
二
十
三
年
度
省
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
四
年
度
省
令
第
一
条
第
四
項
、

二

平
成
二
十
三
年
度
省
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
四
年
度
省
令
第
一
条
第
四
項
、

平
成
二
十
五
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
六
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
七
年
度
省
令

平
成
二
十
五
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
六
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
七
年
度
省
令

第
三
条
第
三
項
（
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
平
成
二
十

第
三
条
第
三
項
（
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
平
成
二
十

八
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
平
成
二
十
八
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る

八
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
平
成
二
十
八
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
平
成
二

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
平
成
二

十
九
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

十
九
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

及
び
平
成
三
十
年
度
省
令
第
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
平
成
三
十
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い

及
び
平
成
三
十
年
度
省
令
第
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
平
成
三
十
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）、
平
成
二
十
四
年
度
省
令
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）、
平
成
二
十
四
年
度
省
令
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
五
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
六
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成

り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
五
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
六
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成

二
十
七
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
（
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

二
十
七
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
（
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）、
平
成
二
十
八
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及

む
。
）、
平
成
二
十
八
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及

び
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

び
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）、
平
成
二
十
五
年
度
省
令
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規

当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）、
平
成
二
十
五
年
度
省
令
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
六
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項

定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
六
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項

（
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
平
成
二
十
八
年
度
省
令
第

（
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
平
成
二
十
八
年
度
省
令
第

三
条
第
一
項
第
二
号
、
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第

三
条
第
一
項
第
二
号
、
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後

一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後

の
額
）、
平
成
二
十
六
年
度
省
令
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二

の
額
）、
平
成
二
十
六
年
度
省
令
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二

十
七
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
八
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
平
成
二
十
九
年
度
省
令

十
七
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
八
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
平
成
二
十
九
年
度
省
令

第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し

第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し

た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）、
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
二
条
第
一
項

た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）、
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
二
条
第
一
項

及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
八
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
平

及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
八
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
平

成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）、
平
成
二
十
八
年
度

り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）、
平
成
二
十
八
年
度



省
令
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及

省
令
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及

び
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

び
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）、
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定

当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）、
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
額
（
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合

し
た
額
（
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）
並
び
に
平
成
三
十
年
度
省
令
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定

に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）
並
び
に
平
成
三
十
年
度
省
令
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
額
に
つ
い
て
、
必
要
な
経
費
の
見
込
額
等
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
実
際
に
要
し
た
経
費
を

に
よ
り
算
定
し
た
額
に
つ
い
て
、
必
要
な
経
費
の
見
込
額
等
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
実
際
に
要
し
た
経
費
を

上
回
り
、
又
は
下
回
る
こ
と
等
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
交
付
し
た

上
回
り
、
又
は
下
回
る
こ
と
等
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
交
付
し
た

震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
が
そ
れ
ぞ
れ
過
大
又
は
過
少
に
算
定
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
過

震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
が
そ
れ
ぞ
れ
過
大
又
は
過
少
に
算
定
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
過

少
に
算
定
さ
れ
た
額
の
合
算
額
か
ら
当
該
過
大
に
算
定
さ
れ
た
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額

少
に
算
定
さ
れ
た
額
の
合
算
額
か
ら
当
該
過
大
に
算
定
さ
れ
た
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
元
年
度
九
月
調
整
基
準
額
が
負
数
と
な
る
地
方
団
体
（
次
項
及
び
第
四
項
に

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
三
十
一
年
度
九
月
調
整
基
準
額
が
負
数
と
な
る
地
方
団
体
（
次
項
及
び
第
四

お
い
て
「
要
調
整
団
体
」
と
い
う
。
）
で
、
前
項
第
二
号
の
額
を
加
算
し
た
後
の
額
が
な
お
負
数
と
な
る
も
の
は
、

項
に
お
い
て
「
要
調
整
団
体
」
と
い
う
。）
で
、
前
項
第
二
号
の
額
を
加
算
し
た
後
の
額
が
な
お
負
数
と
な
る
も

総
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
、
当
該
負
数
と
な
る
額
に
相
当
す
る
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
、
当
該
負
数
と
な
る
額
に
相
当
す
る
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
調
整
団
体
で
、
同
項
第
二
号
の
額
が
零
又
は
負
数
と
な
る
も
の
は
、
総
務
大

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
調
整
団
体
で
、
同
項
第
二
号
の
額
が
零
又
は
負
数
と
な
る
も
の
は
、
総
務
大

臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
、
令
和
元
年
度
九
月
調
整
基
準
額
に
相
当
す
る
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
、
平
成
三
十
一
年
度
九
月
調
整
基
準
額
に
相
当
す
る
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
元
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
は
零
と
す
る
。

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
三
十
一
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
は
零
と
す
る
。

４

要
調
整
団
体
以
外
の
地
方
団
体
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
令
和
元
年
度
九
月
震
災
復

４

要
調
整
団
体
以
外
の
地
方
団
体
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
平
成
三
十
一
年
度
九
月
震

興
特
別
交
付
税
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
当
該
額
を
零
と
す
る
。

災
復
興
特
別
交
付
税
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
当
該
額
を
零
と
す
る
。

５

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
返
還
す
る
額
が
著
し
く
多
額
で
あ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ

５

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
返
還
す
る
額
が
著
し
く
多
額
で
あ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ

る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
返
還
額
の
一
部
を
令
和
二
年
度
以
降
に
繰
り
延
べ
て
返
還
さ
せ
る
こ
と
が

る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
返
還
額
の
一
部
を
平
成
三
十
二
年
度
以
降
に
繰
り
延
べ
て
返
還
さ
せ
る
こ

で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

（
令
和
元
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
算
定
方
法
）

（
平
成
三
十
一
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
算
定
方
法
）

第
四
条

各
道
府
県
及
び
各
市
町
村
に
対
し
て
、
令
和
二
年
三
月
に
交
付
す
べ
き
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
（
次

第
四
条

各
道
府
県
及
び
各
市
町
村
に
対
し
て
、
平
成
三
十
二
年
三
月
に
交
付
す
べ
き
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の

条
に
お
い
て
「
令
和
元
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
」
と
い
う
。）
は
、
第
二
条
各
号
に
規
定
す
る
算
定

額
（
次
条
に
お
い
て
「
平
成
三
十
一
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
」
と
い
う
。）
は
、
第
二
条
各
号
に
規

方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
か
ら
令
和
元
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
と
し
て
当
該
各
号
に
よ
っ
て
算

定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
か
ら
平
成
三
十
一
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
と
し
て
当
該

定
し
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
額
の
合
算
額
に
、
次
の
各
号
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
を
加
え
た
額

各
号
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
十
四
号
ロ

中
、
「
自
動
車
取
得
税
交
付
金
」
と
あ
る
の
は
、「
自

十
四
号
ロ

中
、
「
自
動
車
取
得
税
交
付
金
」
と
あ
る
の
は
、「
自
動
車
取
得
税
交
付
金
及
び
環
境
性
能
割
交
付

(6)

(6)

動
車
取
得
税
交
付
金
及
び
環
境
性
能
割
交
付
金
（
平
成
三
十
一
年
地
方
税
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

金
（
平
成
三
十
一
年
地
方
税
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
百
七
十
七
条
の
六
の

改
正
後
の
地
方
税
法
第
百
七
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
環
境
性
能
割
に

規
定
に
よ
り
市
町
村
に
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
環
境
性
能
割
に
係
る
交
付
金
を
い
う
。
）」
と
読
み
替
え
る
も

係
る
交
付
金
を
い
う
。
）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

別
表
五
の
項
に
掲
げ
る
令
和
元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
１
号
）
に
よ
り

［
新
設
］

国
が
施
行
す
る
各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

二

別
表
六
の
項
に
掲
げ
る
令
和
元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
１
号
）
に
よ
り

［
新
設
］

国
が
施
行
す
る
各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を

乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に

係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

三

別
表
七
の
項
に
掲
げ
る
令
和
元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
１
号
）
に
よ
り

［
新
設
］

交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ



き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

四

別
表
八
の
項
に
掲
げ
る
令
和
元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
１
号
）
に
よ
り

［
新
設
］

交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ

き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・

解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額

と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

（
令
和
元
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
加
算
及
び
減
額
）

（
平
成
三
十
一
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
加
算
及
び
減
額
）

第
五
条

令
和
二
年
三
月
に
お
い
て
、
令
和
元
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て

第
五
条

平
成
三
十
二
年
三
月
に
お
い
て
、
平
成
三
十
一
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
は
、
前
条
の
規
定

算
定
し
た
額
か
ら
第
一
号
の
額
を
減
額
し
た
後
の
額
に
第
二
号
の
額
を
加
算
し
た
額
（
同
号
の
額
が
負
数
と
な

に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
か
ら
第
一
号
の
額
を
減
額
し
た
後
の
額
に
第
二
号
の
額
を
加
算
し
た
額
（
同
号
の
額
が

る
と
き
は
、
当
該
負
数
と
な
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
た
額
）
と
す
る
。

負
数
と
な
る
と
き
は
、
当
該
負
数
と
な
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
た
額
）
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
額

一

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
額

イ

第
三
条
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
元
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
か
ら
減
額
す
る
こ
と

イ

第
三
条
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
三
十
一
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
か
ら
減
額
す
る

が
で
き
な
い
額
か
ら
返
還
す
べ
き
額
を
控
除
し
た
額

こ
と
が
で
き
な
い
額
か
ら
返
還
す
べ
き
額
を
控
除
し
た
額

ロ

第
三
条
第
五
項
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
元
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
か
ら
減
額
す
る
こ
と

ロ

第
三
条
第
五
項
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
三
十
一
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
か
ら
減
額
す
る

が
で
き
な
い
額

こ
と
が
で
き
な
い
額

二

第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
及
び
平

二

第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
及
び
平

成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
平
成
三
十
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す

成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
平
成
三
十
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）」
と
あ
る
の
は
「
、
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）」
と
あ
る
の
は
「
、
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
（
平
成
三
十
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に

第
二
号
（
平
成
三
十
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
こ
の
項
」
と
、
「
及
び
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
」
と
あ
る
の
は

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
こ
の
項
」
と
、
「
及
び
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
」
と
あ
る
の
は

「
、
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
こ
の
項
の
」
と
、「
（
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第

「
、
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
こ
の
項
の
」
と
、「
（
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第

一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
（
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
こ
の
項
」
と
、
「
当
該
過

一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
（
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
こ
の
項
」
と
、
「
当
該
過

大
に
算
定
さ
れ
た
額
の
合
算
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
過
大
に
算
定
さ
れ
た
額
の
合
算
額
（
令
和
元
年
度
に

大
に
算
定
さ
れ
た
額
の
合
算
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
過
大
に
算
定
さ
れ
た
額
の
合
算
額
（
平
成
三
十
一
年

お
い
て
返
還
す
べ
き
額
を
除
く
。
）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

度
に
お
い
て
返
還
す
べ
き
額
を
除
く
。
）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
令
和
元
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
当

２

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
平
成
三
十
一
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、

該
額
を
零
と
す
る
。

当
該
額
を
零
と
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
元
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
か
ら
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
額

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
三
十
一
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
か
ら
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な

の
措
置
に
つ
い
て
は
、
別
に
省
令
で
定
め
る
。

い
額
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
別
に
省
令
で
定
め
る
。

（
令
和
元
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
決
定
時
期
及
び
交
付
時
期
並
び
に
算
定
方
法
等
の
特
例
）

（
平
成
三
十
一
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
決
定
時
期
及
び
交
付
時
期
並
び
に
算
定
方
法
等
の
特

例
）

第
六
条

第
一
条
、
第
二
条
及
び
第
四
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別

第
六
条

第
一
条
、
第
二
条
及
び
第
四
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別

に
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
和
元
年
九
月
及
び
令
和
二
年
三
月
以
外
の
月
に
お
い
て
、
令
和
元
年
度

に
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
九
月
及
び
平
成
三
十
二
年
三
月
以
外
の
月
に
お
い
て
、
平

分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
を
決
定
し
、
交
付
す
る
。

成
三
十
一
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
を
決
定
し
、
交
付
す
る
。

２

第
三
条
及
び
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
省
令
で
定
め
る

２

第
三
条
及
び
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
和
元
年
九
月
及
び
令
和
二
年
三
月
以
外
の
月
に
お
い
て
、
令
和
元
年
度
分
の
震
災
復
興
特

と
こ
ろ
に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
九
月
及
び
平
成
三
十
二
年
三
月
以
外
の
月
に
お
い
て
、
平
成
三
十
一
年
度
分

別
交
付
税
の
額
を
加
算
し
、
減
額
し
、
及
び
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
を
加
算
し
、
減
額
し
、
及
び
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

（
令
和
元
年
度
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
一
部
を
令
和
二
年
度
に
お
い
て
交
付
す
る
場
合
の
算
定
方
法
等
）

（
平
成
三
十
一
年
度
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
一
部
を
平
成
三
十
二
年
度
に
お
い
て
交
付
す
る
場
合
の
算
定

方
法
等
）



第
七
条

法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
附
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
令
和
元
年
度
震
災
復
興
特

第
七
条

法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
附
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
平
成
三
十
一
年
度
震
災
復

別
交
付
税
額
の
一
部
を
令
和
二
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
加
算
し
て
交
付
す
る
場
合
に
お
け
る
、
地
方

興
特
別
交
付
税
額
の
一
部
を
平
成
三
十
二
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
加
算
し
て
交
付
す
る
場
合
に
お
け

団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び
決
定
額
、
交
付
時
期

る
、
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び
決
定
額
、

及
び
交
付
額
並
び
に
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
加
算
、
減
額
及
び
返
還
に
つ
い
て
は
、
別
に
省
令
で
定
め

交
付
時
期
及
び
交
付
額
並
び
に
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
加
算
、
減
額
及
び
返
還
に
つ
い
て
は
、
別
に
省

る
。

令
で
定
め
る
。

（
意
見
の
聴
取
）

（
意
見
の
聴
取
）

第
八
条

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
五
十
五
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
八
条

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
五
十
五
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

別
表

別
表

一

（
一
）

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

一

（
一
）

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
二
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

（
二
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

負
担
金

負
担
金

（
三
）

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第

（
三
）

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第

五
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

五
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
四
）

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

（
四
）

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

負
担
金

負
担
金

（
五
）

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
五
）

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
三
陸
沿
岸
道
路
整
備
事
業
又
は
相
馬
福
島
道
路
整
備
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

（
三
陸
沿
岸
道
路
整
備
事
業
又
は
相
馬
福
島
道
路
整
備
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

（
六
）

道
路
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
六
）

道
路
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
七
）

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
七
）

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
八
）

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担

（
八
）

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担

金
（
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
災
害
復
旧
事
業

金
（
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
災
害
復
旧
事
業

に
係
る
も
の
に
限
る
。）

に
係
る
も
の
に
限
る
。）

（
九
）

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
工
事

（
九
）

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
工
事

の
国
等
に
よ
る
代
行
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
条
第
五
項
、

の
国
等
に
よ
る
代
行
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
条
第
五
項
、

第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
第
五
項
、
第
七
条
第
五
項
、
第
八
条
第
三
項
、
第

第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
第
五
項
、
第
七
条
第
五
項
、
第
八
条
第
三
項
、
第

十
条
第
五
項
又
は
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

十
条
第
五
項
又
は
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
十
）

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
土
地
改
良
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三

（
十
）

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
土
地
改
良
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
十
一
）

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二

（
十
一
）

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二

十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
十
二
）

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
五
十
六
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
十
二
）

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
五
十
六
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
十
三
）

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
条
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て

（
十
三
）

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
条
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
第
十
三
条
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
第
十
三
条
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
四
条
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用

用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
四
条
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
六
条
第
五
項
（
同
法
第
十
七
条
の
十
五
第
二
項
に
お
い
て
準

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
六
条
第
五
項
（
同
法
第
十
七
条
の
十
五
第
二
項
に
お
い
て
準



用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

二

（
一
）

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二

二

（
一
）

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
二
）

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
負

（
二
）

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
負

担
金

担
金

（
三
）

道
路
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
（
一
の
項
（
五
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除

（
三
）

道
路
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
（
一
の
項
（
五
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）

く
。）

（
四
）

高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に

（
四
）

高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
負
担
金

よ
る
負
担
金

（
五
）

河
川
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
（
一
の
項
（
八
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除

（
五
）

河
川
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
（
一
の
項
（
八
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）

く
。）

（
六
）

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
九
条
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準

（
六
）

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
九
条
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
第
十
一
条
第
三
項
（
同
法
第
十
七
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
第
十
一
条
第
三
項
（
同
法
第
十
七
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
二
条
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
二
条
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
五
条
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
五
条
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

三

（
一
）

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

三

（
一
）

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
二
）

農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

（
二
）

農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
（
公
営
企
業
に
係
る
市
場
事
業
に

五
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
（
公
営
企
業
に
係
る
市
場
事
業
に

係
る
も
の
を
除
く
。）

係
る
も
の
を
除
く
。）

（
三
）

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
三
）

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
四
）

森
林
法
第
四
十
六
条
第
二
項
又
は
第
百
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

（
四
）

森
林
法
第
四
十
六
条
第
二
項
又
は
第
百
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

（
五
）

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
二
条
又
は
第
三
条
の

（
五
）

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
二
条
又
は
第
三
条
の

規
定
に
よ
る
負
担
金

規
定
に
よ
る
負
担
金

（
六
）

公
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
第

（
六
）

公
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

三
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
七
）

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
補

（
七
）

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
補

助
金
（
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

助
金
（
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

（
八
）

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
負

（
八
）

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
負

担
金

担
金

（
九
）

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法

（
九
）

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法

じ
ん

じ
ん

律
第
百
五
十
号
）
第
七
条
第
三
号
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

律
第
百
五
十
号
）
第
七
条
第
三
号
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

補
助
金

補
助
金

（
十
）

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二

（
十
）

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二

十
二
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

十
二
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

（
十
一
）

震
災
特
別
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

（
十
一
）

震
災
特
別
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金



（
十
二
）

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
土
地
改
良
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
規

（
十
二
）

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
土
地
改
良
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
規

定
に
よ
る
補
助
金

定
に
よ
る
補
助
金

（
十
三
）

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
同
法

（
十
三
）

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
同
法

第
七
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
の
実
施
に
係
る
も
の
（
公
営
企
業
に
係
る
事
業

第
七
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
の
実
施
に
係
る
も
の
（
公
営
企
業
に
係
る
事
業

及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
公
的
賃
貸
住
宅
の
建
設
、
買
取
り
、
改
善
等
に
係
る
事
業
に

及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
公
的
賃
貸
住
宅
の
建
設
、
買
取
り
、
改
善
等
に
係
る
事
業
に

係
る
も
の
を
除
く
。）
に
限
る
。）

係
る
も
の
を
除
く
。）
に
限
る
。）

（
十
四
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
被
災
者
支
援
交
付
金

（
十
四
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
被
災
者
支
援
交
付
金

（
十
五
）

東
日
本
大
震
災
復
興
推
進
調
整
費

（
十
五
）

東
日
本
大
震
災
復
興
推
進
調
整
費

（
十
六
）

福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
公
営
企
業
に
係
る
事
業
及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る

（
十
六
）

福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
公
営
企
業
に
係
る
事
業
及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る

公
的
賃
貸
住
宅
の
建
設
、
買
取
り
、
改
善
等
に
係
る
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

公
的
賃
貸
住
宅
の
建
設
、
買
取
り
、
改
善
等
に
係
る
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

（
十
七
）

被
災
者
支
援
総
合
交
付
金

（
十
七
）

被
災
者
支
援
総
合
交
付
金

（
十
八
）

情
報
通
信
技
術
利
活
用
事
業
費
補
助
金

（
十
八
）

情
報
通
信
技
術
利
活
用
事
業
費
補
助
金

（
十
九
）

情
報
通
信
基
盤
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金

（
十
九
）

情
報
通
信
基
盤
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金

（
二
十
）

公
立
諸
学
校
建
物
其
他
災
害
復
旧
費
補
助
金

（
二
十
）

公
立
諸
学
校
建
物
其
他
災
害
復
旧
費
補
助
金

（
二
十
一
）

国
宝
重
要
文
化
財
等
保
存
整
備
費
補
助
金

（
二
十
一
）

国
宝
重
要
文
化
財
等
保
存
整
備
費
補
助
金

（
二
十
二
）

被
災
地
通
学
用
バ
ス
等
購
入
費
補
助
金

（
二
十
二
）

被
災
地
通
学
用
バ
ス
等
購
入
費
補
助
金

（
二
十
三
）

福
島
原
子
力
災
害
避
難
区
域
教
育
復
興
施
設
整
備
費
補
助
金

（
二
十
三
）

福
島
原
子
力
災
害
避
難
区
域
教
育
復
興
施
設
整
備
費
補
助
金

（
二
十
四
）

福
島
原
子
力
災
害
避
難
区
域
教
育
復
興
設
備
整
備
費
補
助
金

（
二
十
四
）

福
島
原
子
力
災
害
避
難
区
域
教
育
復
興
設
備
整
備
費
補
助
金

（
二
十
五
）

文
化
芸
術
振
興
費
補
助
金

（
二
十
五
）

文
化
芸
術
振
興
費
補
助
金

（
二
十
六
）

社
会
福
祉
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助
金

（
二
十
六
）

社
会
福
祉
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助
金

（
二
十
七
）

水
道
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
（
公
営
企
業
に
係
る
水
道
事
業
に
係
る
も
の
を
除

（
二
十
七
）

水
道
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
（
公
営
企
業
に
係
る
水
道
事
業
に
係
る
も
の
を
除

く
。）

く
。）

（
二
十
八
）

保
健
衛
生
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助
金

（
二
十
八
）

保
健
衛
生
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助
金

（
二
十
九
）

海
岸
保
全
施
設
等
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
二
十
九
）

海
岸
保
全
施
設
等
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
三
十
）

共
同
利
用
漁
船
等
復
旧
支
援
対
策
費
補
助
金

（
三
十
）

共
同
利
用
漁
船
等
復
旧
支
援
対
策
費
補
助
金

（
三
十
一
）

漁
港
施
設
災
害
関
連
事
業
費
補
助
（
公
営
企
業
に
係
る
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の
を

（
三
十
一
）

漁
港
施
設
災
害
関
連
事
業
費
補
助
（
公
営
企
業
に
係
る
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の
を

除
く
。）

除
く
。）

（
三
十
二
）

漁
港
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
三
十
二
）

漁
港
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
三
十
三
）

漁
場
等
復
旧
支
援
対
策
費
補
助
金

（
三
十
三
）

漁
場
等
復
旧
支
援
対
策
費
補
助
金

（
三
十
四
）

水
産
業
共
同
利
用
施
設
設
備
復
旧
支
援
整
備
費
補
助
金
（
公
営
企
業
に
係
る
市
場
事

（
三
十
四
）

水
産
業
共
同
利
用
施
設
設
備
復
旧
支
援
整
備
費
補
助
金
（
公
営
企
業
に
係
る
市
場
事

業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

（
三
十
五
）

水
産
業
共
同
利
用
施
設
復
旧
整
備
費
補
助
金
（
公
営
企
業
に
係
る
市
場
事
業
に
係
る

（
三
十
五
）

水
産
業
共
同
利
用
施
設
復
旧
整
備
費
補
助
金
（
公
営
企
業
に
係
る
市
場
事
業
に
係
る

も
の
を
除
く
。）

も
の
を
除
く
。）

（
三
十
六
）

水
産
試
験
研
究
拠
点
整
備
費
補
助
金

（
三
十
六
）

水
産
試
験
研
究
拠
点
整
備
費
補
助
金

（
三
十
七
）

治
山
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
三
十
七
）

治
山
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
三
十
八
）

農
業
・
食
品
産
業
強
化
対
策
推
進
交
付
金
（
放
射
性
物
質
の
影
響
緩
和
対
策
に
係
る

（
三
十
八
）

農
業
・
食
品
産
業
強
化
対
策
推
進
交
付
金
（
放
射
性
物
質
の
影
響
緩
和
対
策
に
係
る

も
の
に
限
る
。）

も
の
に
限
る
。）

（
三
十
九
）

農
業
・
食
品
産
業
強
化
対
策
整
備
交
付
金
（
放
射
性
物
質
の
影
響
緩
和
対
策
に
係
る

（
三
十
九
）

農
業
・
食
品
産
業
強
化
対
策
整
備
交
付
金
（
放
射
性
物
質
の
影
響
緩
和
対
策
に
係
る



も
の
に
限
る
。）

も
の
に
限
る
。）

（
四
十
）

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
四
十
）

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
四
十
一
）

農
業
用
施
設
等
災
害
関
連
事
業
費
補
助
（
公
営
企
業
に
係
る
下
水
道
事
業
に
係
る
も

（
四
十
一
）

農
業
用
施
設
等
災
害
関
連
事
業
費
補
助
（
公
営
企
業
に
係
る
下
水
道
事
業
に
係
る
も

の
を
除
く
。）

の
を
除
く
。）

（
四
十
二
）

農
山
漁
村
地
域
整
備
交
付
金
（
市
町
村
が
実
施
す
る
防
潮
堤
整
備
事
業
に
係
る
も
の

（
四
十
二
）

農
山
漁
村
地
域
整
備
交
付
金
（
市
町
村
が
実
施
す
る
防
潮
堤
整
備
事
業
に
係
る
も
の

に
限
る
。）

に
限
る
。）

（
四
十
三
）

農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
費
補
助
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
除

（
四
十
三
）

農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
費
補
助
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
除

染
と
一
体
的
に
農
地
整
備
事
業
を
実
施
し
て
い
る
地
区
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

染
と
一
体
的
に
農
地
整
備
事
業
を
実
施
し
て
い
る
地
区
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

（
四
十
四
）

農
地
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
四
十
四
）

農
地
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
四
十
五
）

農
地
・
水
保
全
管
理
支
払
交
付
金

（
四
十
五
）

農
地
・
水
保
全
管
理
支
払
交
付
金

（
四
十
六
）

林
道
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
四
十
六
）

林
道
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
四
十
七
）

中
小
企
業
組
合
等
共
同
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助
金

（
四
十
七
）

中
小
企
業
組
合
等
共
同
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助
金

（
四
十
八
）

国
内
立
地
推
進
事
業
費
補
助

（
四
十
八
）

国
内
立
地
推
進
事
業
費
補
助

（
四
十
九
）

河
川
等
災
害
関
連
事
業
費
補
助

（
四
十
九
）

河
川
等
災
害
関
連
事
業
費
補
助

（
五
十
）

河
川
等
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
（
公
営
企
業
に
係
る
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

（
五
十
）

河
川
等
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
（
公
営
企
業
に
係
る
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

（
五
十
一
）

観
光
関
連
復
興
支
援
事
業
費
補
助
金

（
五
十
一
）

観
光
関
連
復
興
支
援
事
業
費
補
助
金

（
五
十
二
）

港
湾
施
設
災
害
関
連
事
業
費
補
助

（
五
十
二
）

港
湾
施
設
災
害
関
連
事
業
費
補
助

（
五
十
三
）

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
効
果
促
進
事
業
と
し
て
実
施
す
る
母
子
避
難
者
等
に

（
五
十
三
）

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
効
果
促
進
事
業
と
し
て
実
施
す
る
母
子
避
難
者
等
に

対
す
る
高
速
道
路
無
料
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

対
す
る
高
速
道
路
無
料
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

（
五
十
四
）

住
宅
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
五
十
四
）

住
宅
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
五
十
五
）

地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
費
補
助
金

（
五
十
五
）

地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
費
補
助
金

（
五
十
六
）

都
市
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
五
十
六
）

都
市
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

（
五
十
七
）

東
北
観
光
復
興
対
策
交
付
金

（
五
十
七
）

東
北
観
光
復
興
対
策
交
付
金

（
五
十
八
）

循
環
型
社
会
形
成
推
進
交
付
金
（
い
わ
き
市
が
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
い
実
施

（
五
十
八
）

循
環
型
社
会
形
成
推
進
交
付
金
（
い
わ
き
市
が
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
い
実
施

す
る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

す
る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

（
五
十
九
）

放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
処
理
事
業
費
補
助
金
（
農
林
業
系
廃
棄
物
処
理
事
業
に
係

（
五
十
九
）

放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
処
理
事
業
費
補
助
金
（
農
林
業
系
廃
棄
物
処
理
事
業
に
係

る
も
の
に
限
る
。）

る
も
の
に
限
る
。）

四

（
一
）

港
湾
法
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
の
規

四

（
一
）

港
湾
法
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
の
規

定
に
よ
る
補
助
金

定
に
よ
る
補
助
金

（
二
）

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

（
二
）

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

負
担
金

負
担
金

（
三
）

道
路
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
三
）

道
路
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

（
四
）

道
路
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

（
四
）

道
路
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

（
五
）

警
察
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
（
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
係

（
五
）

警
察
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
（
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
係

る
も
の
に
限
る
。）

る
も
の
に
限
る
。）

（
六
）

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
同
法
第

（
六
）

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
同
法
第

七
十
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
も
の
（
公
営
企
業
に
係
る
事
業
に
係
る
も

七
十
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
も
の
（
公
営
企
業
に
係
る
事
業
に
係
る
も



の
を
除
く
。）
に
限
る
。）

の
を
除
く
。）
に
限
る
。）

（
七
）

水
産
基
盤
整
備
事
業
費
補
助

（
七
）

水
産
基
盤
整
備
事
業
費
補
助

（
八
）

水
産
資
源
回
復
対
策
地
方
公
共
団
体
事
業
費
補
助
金

（
八
）

水
産
資
源
回
復
対
策
地
方
公
共
団
体
事
業
費
補
助
金

（
九
）

水
産
資
源
環
境
整
備
事
業
費
補
助

（
九
）

水
産
資
源
環
境
整
備
事
業
費
補
助

（
十
）

水
産
物
供
給
基
盤
整
備
事
業
費
補
助

（
十
）

水
産
物
供
給
基
盤
整
備
事
業
費
補
助

（
十
一
）

農
業
・
食
品
産
業
強
化
対
策
推
進
交
付
金
（
三
の
項
（
三
十
八
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除

（
十
一
）

農
業
・
食
品
産
業
強
化
対
策
推
進
交
付
金
（
三
の
項
（
三
十
八
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）

く
。）

（
十
二
）

農
業
・
食
品
産
業
強
化
対
策
整
備
交
付
金
（
三
の
項
（
三
十
九
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除

（
十
二
）

農
業
・
食
品
産
業
強
化
対
策
整
備
交
付
金
（
三
の
項
（
三
十
九
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）

く
。）

（
十
三
）

農
山
漁
村
地
域
整
備
交
付
金
（
三
の
項
（
四
十
二
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

（
十
三
）

農
山
漁
村
地
域
整
備
交
付
金
（
三
の
項
（
四
十
二
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

（
十
四
）

農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
費
補
助
（
三
の
項
（
四
十
三
）
に
掲
げ
る
も

（
十
四
）

農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
費
補
助
（
三
の
項
（
四
十
三
）
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。）

の
を
除
く
。）

（
十
五
）

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
三
の
項
（
五
十
三
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

（
十
五
）

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
三
の
項
（
五
十
三
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

（
十
六
）

循
環
型
社
会
形
成
推
進
交
付
金
（
三
の
項
（
五
十
八
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

（
十
六
）

循
環
型
社
会
形
成
推
進
交
付
金
（
三
の
項
（
五
十
八
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

五

道
路
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
（
三
陸
沿
岸
道
路
整
備
事
業
又
は
相
馬
福
島
道

［
新

路
整
備
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

設
］

六

（
一
）

港
湾
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

［
新

（
二
）

道
路
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
（
五
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

設
］

（
三
）

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

七

（
一
）

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
同
法
第

［
新

七
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
の
実
施
に
係
る
も
の
（
公
営
企
業
に
係
る
事
業
及

設
］

び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
公
的
賃
貸
住
宅
の
建
設
、
買
取
り
、
改
善
等
に
係
る
事
業
に
係

る
も
の
を
除
く
。）
に
限
る
。）

（
二
）

農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
費
補
助
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
除
染
と

一
体
的
に
農
地
整
備
事
業
を
実
施
し
て
い
る
地
区
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

八

（
一
）

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
同
法
第

［
新

七
十
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
も
の
（
公
営
企
業
に
係
る
事
業
に
係
る
も

設
］

の
を
除
く
。）
に
限
る
。）

（
二
）

農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
費
補
助
（
七
の
項
（
二
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）

（
三
）

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
効
果
促
進
事
業
と
し
て
実
施
す
る
母
子
避
難
者
等
に
対
す

る
高
速
道
路
無
料
措
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

（
四
）

循
環
型
社
会
形
成
推
進
交
付
金
（
い
わ
き
市
が
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
い
実
施
す
る



事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


